
① 平成18年５月､ 金融庁は､ カネボウの粉飾

決算に関与した罪による所属公認会計士逮捕

の責任を問い､ 中央青山監査法人に対し､ 業

務停止命令を発出した｡ 大手監査法人では初

めてのことである｡ 我が国の監査制度に対す

る信頼を大きく失墜させたこの事件に対応す

べく､ 金融庁は､ 金融審議会において､ 監査

法人制度改革の議論を本格的に再開した｡

② 一方､ 西武鉄道の有価証券報告書虚偽記載

事件を契機に､ 企業の財務報告に係る内部統

制導入の議論が始まった｡ 平成18年６月には､

｢証券取引法等の一部を改正する法律｣ (金融

商品取引法)により制度化され､ ｢日本版 SOX

法｣ とも呼ばれて注目されている｡

③ 会計監査の制度化と見直しの歴史は､ 日米

ともに､ 企業の不正事件との戦いの歴史とも

いえる｡ 米国では､ エンロン事件を契機に､

2002年に企業改革法が制定され､ 監査人の独

立性の確保､ 監督機関の設置､ 企業責任の強

化が図られた｡ 独立した社外取締役で構成さ

れる監査委員会の設置義務付けや､ PCAOB

(公開会社会計監督委員会) の新設､ 財務報告

に係る内部統制制度の強化がこれらに該当す

る｡ だが､ 企業改革法による徹底した厳しい

規制には苦情も少なくない｡

④ 日本でも､ 企業改革法を参考にする形で､

公認会計士法の改正や､ 企業開示の強化等が

なされた｡ 公認会計士法改正では､ 監査法人

における指定社員制度の導入､ 監査法人の監

督機関として公認会計士・監査審査会の設置､

公認会計士の資格や独立性確保に関する規定

が盛り込まれた｡

⑤ また､ 企業改革法の監査委員会制度に類似

したものとして､ 委員会等設置会社が導入さ

れた｡ その中で､ 会社の業務の適正性を確保

する体制整備 (内部統制システムの整備) が義

務付けられたが､ ここでの内部統制は､ 企業

の業務全般に係る広義のそれであって､ 外部

による検証を必ずしも要しないものであった｡

⑥ 西武鉄道事件を契機に導入された財務報告

に係る内部統制制度は､ 経営者が､ 財務書類

の適正性のための体制を評価した内部統制報

告書を､ 有価証券報告書と併せて提出するも

のである｡ 内部統制報告書には､ 公認会計士

又は監査法人の監査証明が必要とされる｡ カ

ネボウ事件を背景に再開された監査法人制度

改革の議論では､ 監査法人に対する刑事罰の

導入､ 監査法人の交代制､ 監査報酬のあり方

等が主な論点となっている｡

⑦ 不正事件をきっかけに､ 企業の財務報告の

信頼性の検証が､ 市場に対する責任として要

請されるようになった｡ 同じく､ 監査法人の

規制強化も不可避の情勢である｡ 今後は､ 単

なる不正事件の防止にとどまらず､ 信頼性・

透明性の高い証券市場の構築に役立つ会計監

査のあり方の考察が望まれる｡
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はじめに

平成18年５月10日､ 金融庁は､ カネボウ株式

会社(以下 ｢カネボウ｣ とする｡)の監査証明を行っ

た中央青山監査法人に対し､ 同社の財務諸表の

虚偽記載(1) を故意に見逃したとして､ 業務の

一部停止命令などの懲戒処分を行った(2)｡

我が国の大企業の大半の会計監査を担ってき

た､ いわゆる ｢４大監査法人｣ に対する初の業

務停止命令は､ 我が国の監査制度に対する信頼

を大きく失墜させる出来事であった｡

事件への対応と並行して､ 金融庁は､ 金融審

議会公認会計士制度部会を同年４月26日より再

開し､ 監査法人の責任・監督のあり方を中心に､

監査法人制度見直しの検討に入った｡

平成16年10月には､ 西武鉄道株式会社 (以下

｢西武鉄道｣ とする｡) の有価証券報告書虚偽記載

事件(3) が発覚した｡ これを契機に議論がスター

トした企業の財務報告に係る内部統制は､ 平成

18年６月に成立した ｢証券取引法等の一部を改

正する法律｣ (いわゆる ｢金融商品取引法｣) によ

り制度化され､ 法律上の義務として､ 企業に課

せられることになった｡

財務報告に係る内部統制の導入に備えた企業

向けセミナーや､ 文書作成ソフトの販売など､

いわゆる ｢内部統制ビジネス｣ も過熱する傾向

にある｡ 企業側のコンプライアンス体制の整備

も､ いよいよ待ったなしの状況にある｡

会計監査の制度化とその見直しの歴史は､ 日

本だけでなく諸外国でも､ 企業の不正会計事件

との戦いの歴史でもある｡ 本稿では､ 日本と米
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国について､ 会計監査の担い手である公認会計

士・監査法人制度と､ 最近の制度改革の契機と

なった代表的な不正会計事件を概観しながら､

今後の会計監査のあり方について考える｡

Ⅰ 日本の公認会計士・監査法人制度と

現状(4)

１ 監査の概念

我が国において､ 監査という言葉が一般に普

及するようになったのは､ 明治23 (1890) 年公

布の旧商法で､ ｢監査役制度｣ が導入されてか

らといわれている(5)｡

｢監査｣ を明確に定義した法規は､ 特にない｡

経済社会の発展とともに､ ｢職業会計士が専門

的に行う監査証明業務｣ という役割が制度化さ

れ､ 個々の法律上の制度となっていった｡ 企業

の財務諸表監査 (証券取引法監査) や､ 会計監査

人監査 (会社法監査､ 旧商法特例法監査) がその

代表例である｡ これらを担当する者として､ 職

業会計士である公認会計士 (又は監査法人) が存

在する｡

また､ ｢会計監査｣ とは､ 山浦久司・金融庁

企業会計審議会監査部会長の定義によると､

｢企業の公表する財務諸表が､ 一般に認められ

た会計原則に準拠して､ 企業の財政状態､ 経営

成績､ およびキャッシュ・フローの状況を適正

に表示しているか否かに関して､ 独立の職業監

査人が､ 一般に認められた監査基準に準拠して､

証拠を入手し､ かつそれを評価し､ その結果を

財務諸表の利用者に対して報告する､ 組織的な

行為過程｣(6) と言うことができる｡

この場合の ｢企業の公表する財務諸表｣ とは､

証券取引法等で規定される企業のディスクロー

ジャー制度によるものが前提である｡ また､

｢一般に認められた会計原則｣ ｢一般に認められ

た監査基準｣ とは､ 企業会計審議会等で作成さ

れた会計基準や､ 監査基準が念頭に置かれてい

る｡ 従って､ 我が国で ｢会計監査｣ と言う場合､

財務諸表監査と同義に使用されることが多い｡

だが､ 本来､ 会計監査というのはもっと広汎な

概念であり､ 財務諸表監査はその代表的な例と

位置付けられる｡

２ 公認会計士法の制定と変遷� 制定の経緯

我が国における会計監査の職業専門家として

の公認会計士制度を定める ｢公認会計士法｣ は､

昭和23 (1948) 年に制定された｡ 今日の代表的

な職業専門資格士を定める弁護士法や税理士法

等に先立っての制定である｡

我が国において､ 公認会計士法制定以前に､

会計監査を担ってきたのは､ 昭和２ (1927) 年

に制定された ｢計理士法｣ に基づく､ 計理士の

資格を持った者であった｡

ただし､ 計理士の実際の業務は､ 記帳の代行

や指導､ または金融の仲介や債権回収等が中心

であって､ 今日の公認会計士制度のように､ 独

立した､ 公正な第三者の立場から企業の会計記

録が適正であるか否かを証明するという業務と

は､ 程遠いものであった｡

また､ 計理士資格の取得は､ 計理士試験合格

者や､ 会計学を修めた経済学博士・商学博士の

ほかに､ 大学又は専門学校で会計学の単位を取

得して卒業した者等にも認められることとなっ

ていた｡ このため､ 計理士全体における計理士

試験合格者の割合は､ 極めて少なかったとされ

る｡ 実際に､ 公認会計士法制定当時の昭和23年

における計理士登録者数 (約25,000人) のうち､

計理士試験合格者は､ わずかに113人であった(7)｡
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昭和22 (1947) 年から昭和23 (1948) 年にかけ

て､ 証券取引法が制定・公布され(8)､ 有価証券

届出書や有価証券報告書といった､ 企業の財務

情報の開示制度がスタートした｡ そして､ 同法

第193条において､ 有価証券届出書や有価証券

報告書のうち､ 貸借対照表や損益計算書等の財

務書類については､ 計理士による監査証明を受

けなければならないこととされた(9)｡

しかし､ 計理士の登録者の状況や､ それまで

の業務の実状等から､ その後の我が国の経済社

会の復興と発展のために､ より高度な資質と社

会的な信頼を基礎とする､ 監査と会計の職業専

門家を制度化すべきであるとの要請が高まった｡

このため､ 昭和23 (1948) 年１月から､ 当時

の大蔵省において計理士制度の検討が行われ､

計理士制度に代わる新たな資格として､ 公認会

計士という制度を導入することになった｡ 同年

６月に ｢公認会計士法案｣ が国会に提出され､

７月６日には公布(10) の運びとなった(11)｡ こう

して､ 我が国における会計監査の職業専門家と

しての公認会計士による監査制度がスタートし

た｡� 監査法人制度の創設

1960年代に入り､ 岩戸景気後の景気後退の中

で､ 企業の倒産や破綻に伴い､ 大規模な粉飾決

算が相次いで発覚した(12)｡ その中には､ 虚偽

証明による､ 公認会計士初の懲戒処分事案も含

まれており(13)､ 公認会計士制度は､ 最初の見

直しを迫られることとなった｡

昭和41 (1966) 年６月に公認会計士法が改正

され､ 監査法人制度が導入された｡ ５人以上の

公認会計士によって組織される監査法人が､ 社

員全員が無限連帯責任を負い､ 共同組織体とし

て監査証明業務を行うことができるとする制度

である｡

実際には､ 制度化される前から､ 複数の公認

会計士が一つの会社を共同・連名で監査する､

いわゆる ｢共同監査｣ 形式による監査は行われ

ていた｡ 共同監査は､ 個人の公認会計士が単独

で担当する場合よりも､ 充実した監査が行われ

ると考えられていた｡ しかし､ 共同監査では､

責任は各公認会計士個人に帰属するしかなく､

監査の実施においても､ それぞれの公認会計士

独自のやり方で行われることも多く､ 統一性に

欠けるなどの難点があった｡ そこで､ 複数の公

認会計士の緊密な連携により､ 有効かつ適切な､

統一的で継続的な共同作業としての組織的監査

の必要性が高まった｡ 組織規律と相互監視があ

れば､ 被監査会社との癒着の防止に資すると考

えられたことも､ 改正を促す要因であった｡

制度導入当初の監査法人の設立は､ 大蔵大臣

(当時) の認可制とされた (現在は届出制｡ 下記�
参照)｡
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昭和41年の改正では､ 公認会計士の業界団体

である日本公認会計士協会 (昭和28 (1953) 年設

立) の自治機能を強化し､ 公認会計士の不祥事

の一掃を図るため､ それまでの社団法人から､

｢公認会計士法に基づく特殊法人｣ と位置付け

る改正がなされた｡ 同時に､ 公認会計士の､ 日

本公認会計士協会への加入登録の義務付けもな

され､ 制度上､ 公認会計士の自主規制機関とし

ての素地が作られることとなった｡� 全面改正 (平成15年５月)

その後､ いわゆるバブル崩壊後に相次いだ金

融機関・企業の経営破綻をめぐり､ 公認会計士

の監査証明業務に対する批判が高まった(14)｡

そこで､ 公認会計士監査のあり方について､

同制度に関する当時の諮問機関であった公認会

計士審査会 (大蔵大臣の諮問機関) において､ 平

成11年４月から検討が始められた｡ 省庁再編後

の平成13年１月からは､ 金融審議会に設けられ

た公認会計士制度部会に舞台を移して､ 検討が

進められた｡

この間､ 米国では､ エンロン､ ワールドコム

社などの巨大企業の不正会計事件を背景に､ 企

業の責任の強化､ 監査法人の独立性の確保及び

監督強化等が社会的なテーマとなり､ 2002年７

月に､ いわゆる企業改革法が成立した(15)｡ こ

れを受けて､ 我が国でも､ ｢証券市場の改革促

進プログラム｣ (平成14年８月6日､ 金融庁) にお

いて､ ｢当該事件に対する米国政府の対応など

の国際的動向も踏まえ､ グローバルな経済環境

のもとにある今日の我が国の経済社会において､

資本市場に対する信認をいかに確保し､ その機

能を向上するべきか｣ との観点から､ 会計・監

査の充実・強化に向けた検討を深めていくこと

とした｡

その結果､ 金融審議会公認会計士制度部会は､

平成14年12月17日に､ 同部会報告として､ ｢公

認会計士監査制度の充実・強化｣ を取りまとめ､

発表した｡ この報告を踏まえ､ 翌15年の通常国

会 (第156回国会)に､ ｢公認会計士法の一部を改

正する法律案｣ が提出され､ 同国会において成

立した (平成15年５月30日成立､ ６月６日公布(16))｡

この平成15年の改正は､ 昭和41年の改正以来

の､ 公認会計士法の全面的な大改正であり､ 従

前の規定をほぼ全面的に見直すものであった｡

その主な内容は､ ① 公認会計士の使命と職

責の明文化､ ②公認会計士等の独立性の充実・

強化のために､ 一定の非監査証明業務と監査証

明業務の同時提供の禁止､ 継続的監査の制限､

共同監査の義務付け等の新たな措置の規定､

③ 監査法人等に対する監視・監督機能と体制

の充実・強化､ ④ 公認会計士試験制度の見直

し (現行の試験体系の簡素化､ 一定の要件を満たす

実務経験者､ 専門的教育課程修了者に対する試験科

目の一部免除等)､ ⑤ 監査法人の設立を認可制

から届出制に変更､ ⑥指定社員制度の導入 (監

査法人社員の責任の一部限定)等である｡

これらは､ ④を除き原則として平成16年４月

１日より施行された (④の施行期日は平成18年１

月１日)(17)｡� 全面改正後の公認会計士・監査法人規制�� 公認会計士の独立性の強化

全面改正された公認会計士法 (以下 ｢改正公

認会計士法｣ という｡) では､ 公認会計士の使命

を､ ｢監査及び会計の専門家として､ 独立した
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� 平成９ (1997) 年11月､ 多額の不良債権を抱え経営破綻した北海道拓殖銀行のケースでは､ 元経営陣が商法の

特別背任罪に問われた｡ 同じく同年11月に自主廃業した山一證券では､ 簿外債務による粉飾決算が発覚し､ 証券

取引法違反 (有価証券報告書虚偽記載)で元経営陣が刑事告発された｡� Ⅱ－２参照｡� 平成15年法律第67号｡� このうち､ ②及び③は､ 米国企業改革法でも重要な柱となった内容であり､ �で詳説する｡



立場において､ 財務書類その他の財務に関する

情報の信頼性を確保することにより､ 会社等の

公正な事業活動､ 投資者及び債権者の保護等を

図り､ もつて国民経済の健全な発展に寄与する

こと｣ と定めており (第１条)､ さらに､ その職

責について､ ｢公認会計士は､ 常に品位を保持

し､ その知識及び技能の修得に努め､ 公正かつ

誠実にその業務を行わなければならない｣ とし

ている (第２条)｡

公認会計士の ｢業務｣ とは､ ｢他人の求めに

応じ報酬を得て､ 財務書類の監査又は証明をす

ること｣､ すなわち､ ｢監査証明業務｣ である

(第３条第１項)｡

これに対し､ 監査証明業務のほかに､ 公認会

計士の名称を用いて､ 他人の求めに応じ報酬を

得て､ 財務書類の調製をし､ 財務に関する調査

若しくは立案をし､ 又は財務に関する相談に応

ずることを ｢非監査証明業務｣ という(18)｡

公認会計士の行う監査証明の信頼性を維持し､

公認会計士の客観的独立性を確保する見地から､

公認会計士又はその配偶者が､ 所定の利害関係

を有する会社等については､ 監査証明業務を行っ

てはならないこととしている (第24条)｡ 改正公

認会計士法では､ これに加え､ 公認会計士が､

大会社等(19) から非監査証明業務により継続的

な報酬を受けている場合には､ その大会社等に

対して､ 監査証明業務を提供することを禁止す

ることとしている (監査証明業務と非監査証明業

務の同時提供の禁止､ 第24条の２)｡

また､ 我が国では､ 同一の公認会計士が､ ひ

とつの会社を長期間にわたって監査する慣行が

あり､ このことが公認会計士と被監査会社の癒

着や､ 慣れ合いを生むとの批判から､ 大会社等

の監査期間について､ 原則７会計年度での交代

(ローテーション)制が採り入れられることになっ

た(20)｡ この規定は､ 公認会計士のみの交代を

義務付けるものであり､ 監査法人そのものまで

をも交代させる必要はない(21)｡�� 公認会計士・監査法人監督の強化

改正公認会計士法では､ 公認会計士・監査法

人の監督機関についての改正もなされた｡

それまでは､ 公認会計士審査会という､ 内閣

総理大臣が任命する10人の非常勤委員による合

議制の機関が､ 公認会計士試験の実施や､ 公認

会計士等に対する懲戒処分・監査法人に対する

処分に関する調査審議等を所掌してきた｡

しかし､ 一連の会計不信に関する議論の中で､

公認会計士や監査法人が行う監査の有効性に対

する社会的信頼を回復し､ 高めていくためには､

より強固で､ 独立した､ 専門の監督機関が必要

であるとの意見が出されるようになった｡ そこ

で､ 改正公認会計士法では､ 従前の公認会計士

審査会を改組・拡充する形で､ 公認会計士・監

査審査会を創設することとした(22)｡

公認会計士・監査審査会は､ いわゆる､ 国家
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� 決算書類の調製､ 融資に当たっての信用分析､ 経理組織や原価計算組織の立案など､ 公認会計士の専門的知識

と能力を生かしたコンサルティング業務が主に行われている｡� ｢大会社等｣ とは､ 会計監査人設置会社 (資本金５億円以上又は貸借対照表上の負債が200億円以上の株式会社)､

証券取引法の規定により監査証明を受けなければならない者 (上場会社､ 店頭登録会社等)､ 銀行､ 長期信用銀行､

保険会社及びこれらに準ずる者として政令で定める者をいう｡� インターバル (監査禁止) 期間は２年｡ 交代までの期間の決定にあたっては､ 米国企業改革法並みに継続監査

期間５年－インターバル５年とすべきという意見もあったが､ 公認会計士業界の反発もあり､ 継続監査期間７年－

インターバル２年となった｡ しかし､ カネボウなどの粉飾決算事件を契機に､ 平成18年４月から､ ４大監査法人

の主任会計士については継続監査期間５年－インターバル５年とする日本公認会計士協会の自主規制が導入され

た｡� 監査法人の交代制については､ Ⅲ－４－�参照｡� 平成16年４月１日の発足以来､ 公認会計士・監査審査会の会長は金子晃・元会計検査院院長である｡



行政組織法上の第８条機関 (各省庁の審議会等相

当の位置付け) であり､ 国会の同意を得て内閣

総理大臣が任命する会長及び委員 (９名以内)

が､ 独立してその職権を行使することとされて

いる｡

創設にあたり､ 公認会計士・監査審査会には､

従前の業務に加え､ 日本公認会計士協会が行う

｢品質管理レビュー｣ のモニタリングを行い､

その実効性を確保するための立入検査権が与え

られた｡ ｢品質管理レビュー｣ とは､ 監査に対

する社会的信頼と､ 質的水準を維持・確保する

ため､ 日本公認会計士協会が､ 公認会計士又は

監査法人が行う監査の状況を調査し､ その結果

を通知し､ 必要に応じて改善を勧告する (かつ､

勧告に対する改善状況の報告も受ける) 制度であ

る｡ 監査業務の公益性にかんがみ､ 日本公認会

計士協会の自主規制の一環として､ 平成11

(1999) 年４月から行われている｡ 改正公認会

計士法により､ 日本公認会計士協会は､ 品質管

理レビューの結果を､ 定期的に､ または必要に

応じて､ 公認会計士・監査審査会に報告するこ

ととされた｡

｢品質管理レビュー｣ をモニタリングするこ

とで､ 間接的ではあるが､ 公認会計士の監査が

適切に行われているか､ あるいは監査法人の監

査証明業務の適正な運営が確保されているかを､

公認会計士・監査審査会が行政機関としてチェッ

クする仕組みが取り入れられることになった｡

報告された ｢品質管理レビュー｣ のモニタリ

ング及び立入検査の結果､ 監査法人において､

法令､ 品質管理に関する規定等に準拠していな

いこと等が明らかになった場合には､ 公認会計

士・監査審査会は､ 行政処分その他の措置を､

内閣総理大臣に勧告することができる｡ また､

日本公認会計士協会が､ 品質管理レビューを適

切に行っていないことが明らかになった場合も､

同様である｡

ただし､ これらの処分勧告は､ あくまでも

｢品質管理レビュー｣ のモニタリングの過程で

明らかになった事柄に関して行われるものであ

り､ 公認会計士・監査審査会が､ 個別の案件に

ついて､ 直接､ 公認会計士や監査法人､ 日本公

認会計士協会等に対して､ 独自の調査を行うこ

とはできない｡

３ 公認会計士・監査法人の責任(23)� 刑事責任

証券取引法上､ 有価証券届出書・有価証券報

告書等について重要な事項に虚偽の記載のある

ものを提出した者は､ 10年以下の懲役､ 若しく

は1,000万円以下 (法人は７億円以下) の罰金 (又

は併科) の対象となる(24)｡ これらの開示書類に

含まれる財務諸表は､ 公認会計士又は監査法人

による監査証明を求められている｡ 公認会計士

が虚偽の監査証明を行うことにより､ 虚偽記載

に加担したと認められる場合には､ その公認会

計士個人につき､ 有価証券報告書等の虚偽記載

罪の共同正犯又は幇助の罪に問われることとなっ

ている｡

虚偽の監査証明を行った公認会計士が所属す

る監査法人に対しては､ 現在､ 刑事責任を問う

規定はない｡

その他､ 公認会計士の刑事責任としては､ 公

認会計士法上 (第52条第１項) の守秘義務違反が

ある｡ 違反した場合は､ ２年以下の懲役又は100

万円以下の罰金が科される｡� 行政責任

公認会計士に対する､ 公認会計士法に基づく

懲戒処分は､ 第29条により､ 戒告､ ２年以内の

業務停止､ 登録抹消の３種類と定められている｡

公認会計士が､ 公認会計士法若しくは同法に基
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� 主に､ 羽藤 前掲書を参照した｡� 証券取引法改正により強化され､ 平成18年７月４日から施行された｡ 報告書添付書類､ 半期報告書 (平成20

(2008) 年度以降は､ 四半期報告書)等の虚偽記載の場合は､ ５年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金｡



づく命令に違反したときには､ 内閣総理大臣は､

これらの懲戒処分をすることができる(第31条)｡

会社が作成した虚偽のある財務書類について､

監査法人の社員たる公認会計士が､ 故意又は過

失により､ 虚偽等のないものとして証明を行っ

た場合にも､ 公認会計士法に基づく懲戒処分が

なされる｡ 故意の虚偽証明を行った場合は､ ２

年以内の業務停止､ 又は公認会計士の登録抹消

の処分 (第30条第１項) であるのに対し､ 過失

(相当の注意を怠った場合) による虚偽証明は､

戒告又は２年以内の業務停止の処分の対象とな

る (同第２項)｡ 第31条による懲戒処分を ｢一般

の懲戒｣､ 第30条によるものを ｢虚偽又は不当

の証明についての懲戒｣ という｡

懲戒処分により､ 登録を抹消された場合は､

処分の日から５年を経過しなければ､ 再び公認

会計士となることができないが､ 公認会計士と

なる資格までを失うわけではないと解されてお

り､ 特段の理由のない限り､ 法律上は､ 処分を

受けた日から５年が経過すれば､ 再び公認会計

士としての登録をして､ 業務を行うことが可能

である｡

監査法人に対する懲戒処分は､ 公認会計士法

第34条の21第２項により､ 戒告､ ２年以内の業

務の全部又は一部停止､ 解散命令の３つが規定

されている｡

また､ 監査法人が､ 虚偽又は不当の証明を行っ

た場合､ 監査の法的責任が監査法人に帰属する

ため､ 処分も監査法人に対して行われるが､ そ

のときに､ 処分の原因となった所属公認会計士

に対しても､ 懲戒処分をすることができる｡

� 民事責任

民法上の債務不履行に基づく損害賠償責任と､

不法行為に基づく損害賠償責任とがある｡

民法第415条は､ ｢債務者がその債務の本旨に

従った履行をしないときは､ 債権者は､ これに

よって生じた損害の賠償を請求することができ

る｡ 債務者の責めに帰すべき事由によって履行

をすることができなくなったときも､ 同様とす

る｡｣ と定めている｡ 公認会計士と､ 業務の依

頼主とは､ 当事者間の契約内容の定めるところ

により､ 民法上の債権債務関係が成立する｡ 従っ

て､ 業務の遂行にあたって､ 公認会計士が故意

又は過失(25) により不完全な業務を行った場合

は､ 本条に基づく損害賠償責任を負う｡ また､

民法第709条の定めにより､ 公認会計士が虚偽

のある証明をし､ この証明を信頼したことによ

り損害を受けた場合は､ 公認会計士は､ 特に故

意又は過失がなかったときを除いて､ 不法行為

に基づく損害賠償責任を負う｡

いずれの場合も､ 公認会計士及び､ その公認

会計士が所属している監査法人も､ 同様の損害

賠償責任を負うこととなる｡ 例えば､ 証券取引

法では､ 財務諸表監査について､ 公認会計士と

監査法人の損害賠償責任を､ 明文で規定してい

る(26)｡ 会社法では､ 会計監査人がその任務を

怠ったときに会社に対して負う損害賠償責任

(第423条) や､ 第三者に対する損害賠償責任

(その職務を行うにつき悪意又は重大な過失があっ

た場合､ 又は会計監査報告の虚偽記載に基づく場合｡

第429条)などが規定されている(27)｡

これらの場合､ 無限連帯責任の原則に基づき､
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� この場合の ｢過失｣ とは､ 職業専門家としての公認会計士に期待されている程度の注意を払っていたならば犯

さなかっただろうというような誤りを犯すことと解されている｡� 証券取引法第21条､ 第22条､ 第24条の４等で､ 有価証券届出書､ 有価証券報告書等の虚偽記載等について､ 虚

偽の監査証明を行った公認会計士又は監査法人は､ 同書類の提出会社の役員等とともに､ 虚偽記載等によって生

じた損害の賠償責任を負うこととされている｡ 証券取引法が金融商品取引法に移行した後も､ 同様の規定に服す

る｡� その他会社法では､ 公認会計士・監査法人は会計参与としての責任､ 現物出資・財産引受の目的財産の価額の

相当性の証明者としての責任を負う｡ 弥永真生 ｢会社法の下での公認会計士の責任｣ 『JICPAジャーナル』 615

号, 2006.10, pp.90-91.



監査法人の財産で損害賠償に係る債務を完済で

きないときは､ 監査法人のすべての社員はそれ

ぞれ連帯してその債務の弁済責任を負うことと

されているが､ 改正公認会計士法(28) で導入さ

れた指定社員制度により､ 現在は､ 特定の監査

証明業務を担当する社員 (指定社員) のみが､

指定された監査証明に対する無限責任を負うこ

ととなっている(29)｡

４ カネボウ粉飾決算事件 (公認会計士の関与､

監査法人の処分)

カネボウは､ 平成15年９月中間期において､

債務超過に転落したことを発表した｡ 花王株式

会社との事業統合による再建を模索したが難航

し､ 平成16年３月に､ 産業再生機構による支援

を受けることとなった｡ その後､ 経営の刷新と

浄化を目的として社内に設置された経営浄化調

査委員会が､ 同年10月､ ｢平成13・14年度にお

いて､ 売上の過大計上､ 経費の過少計上等の実

施により､ 連結ベースで総額100～300億円の損

失を平成15年度までに先送りしたことが認めら

れる｣ とする､ 会計処理上の問題を発表し､ 事

実上､ 粉飾決算があったことを公表した｡ 平成

17年４月､ 更なる社内調査を経て､ カネボウは

過去５期分についての決算の訂正を発表し､ ６

月には､ 上場していた東京､ 大阪いずれの証券

取引所においても上場廃止となった｡

その後､ 証券取引等監視委員会と東京地検が

合同で強制捜査を行い､ カネボウの元経営陣３

名を逮捕した｡ 証券取引等監視委員会は､ 法人

としてのカネボウと､ 逮捕した３名を証券取引

法違反 (虚偽有価証券報告書提出)の罪で告発し､

東京地検は､ 逮捕した３名のうち､ 元会長兼社

長と､ 元副社長を起訴した｡

訂正を要した平成13・14年度に係る過去５期

分の決算にはいずれも､ ４大監査法人のひとつ

である､ 中央青山監査法人所属の公認会計士に

よる適正意見を述べた報告書が付されていた｡

東京地検は､ ９月13日､ カネボウの会計監査

を担当した同監査法人の代表社員である公認会

計士４名を､ 粉飾決算を指南し故意に見逃して

いたとして､ 証券取引法違反 (カネボウ経営陣ら

との共謀による虚偽有価証券報告書提出) の罪で

逮捕した(30)｡

この事件に関して､ 金融庁は､ 関与した公認

会計士４名のうち３名に対し登録抹消を､ １名

に対し１年の業務停止を命じる懲戒処分を行っ

た｡ さらに､ 平成18年５月10日には､ 関与した

公認会計士が所属していた中央青山監査法人に

対しても､ 同年７月１日から８月31日までの２

ヵ月間の､ 業務の一部停止(31) を命じる懲戒処

分を行った｡

この処分を受けて､ 中央青山監査法人は､ 経

営陣の交代(32)､ 関係者の処分等の内部処分を

行うとともに､ 今後の対応策をまとめた報告書

を金融庁に提出した｡

事態を重く見た公認会計士・監査審査会は､

平成17年10月から､ ４大監査法人に対する早急

な検査等の措置を行うことを公表し､ 日本公認

会計士協会が実施した品質管理レビュー(33) の

報告に対する審査の後､ 検査を実施した｡

検査結果は､ 平成18年６月30日に公表された｡
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� Ⅰ－１－�参照｡� 指定社員でない社員が負う責任は､ 監査法人への出資金の範囲に限定される｡� うち３名は､ 東京地検により起訴され､ 平成18年８月９日に､ 東京地裁からいずれも有罪判決 (１名に懲役１

年６月､ 執行猶予３年 (求刑１年６月)､ ２名にそれぞれ懲役１年､ 執行猶予３年 (求刑懲役１年)) を受けた｡� 停止された業務は､ いわゆる法定監査 (証券取引法監査及び会社法監査 (旧商法特例法に基づく監査業務を含

む)) 及びこれに準ずるもの｡� 平成18年５月30日付で奥山章雄理事長 (元・日本公認会計士協会会長)が辞任し､ 片山英木監査二部長 (昭和53

(1978) 年入社)が新理事長に就任した｡� Ⅰ－２－�－��参照｡



その中では､ ４大監査法人のいずれについても､

法人としての品質管理に関して､ 監査の品質管

理のための組織的な業務運営が不十分であり(34)､

今後､ 監査リスクの高い監査業務に対しても一

定の監査の質を確保できるように､ 法人として､

監査の品質管理のための組織的な業務運営を改

善することが必要であると勧告されている｡ さ

らに､ ４大監査法人に対して検査の結果を個別

に通知し､ 監査の品質管理､ 業務運営の改善を

求めることとした｡ 今後１年の間に再び４大監

査法人に検査に入り､ 改善が不十分であれば､

より重い行政処分を勧告することとしている｡

同年４月21日には､ 証券取引等監視委員会が､

金融庁に対して､ 金融庁設置法第21条の規定に

基づき､ ｢監査法人の責任のあり方について総

合的な検討を行い､ 必要かつ適切な措置を講ず

る必要がある｡｣ とする建議を行っている｡

５ 監査法人をめぐる状況

監査法人は､ 昭和41年の公認会計士法改正で

制度化され(35)､ 昭和42年１月19日に最初の監

査法人 (太田哲三事務所(36)) が設立された｡ 平成

18年３月末における設立状況は､ 162法人である｡

このうち､ 大手の監査法人は､ それぞれ合併・
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� 具体的には､ 業務運営全般､ 独立性､ 監査契約の新規締結・更新､ 監査業務の遂行､ 監査調書､ 監査業務に係

る審査､ 品質管理システムの監視､ 共同監査､ 組織的監査等に関して不十分なものが認められるとされた｡ また､

個々の監査業務に関する品質管理においても､ 監査基準への準拠が不十分であるとされた｡� Ⅰ－２－�参照｡� 昭和60 (1985) 年10月に昭和監査法人と合併し太田昭和監査法人となった後､ センチュリー監査法人との合併

等を経て､ 現在の新日本監査法人となる｡� ｢４大監査法人実力比較｣ 『週刊ダイヤモンド』 94巻23号, 2006.6.17, p.32.

表１ ４大監査法人の概要

名 称
中央青山監査法人
(現・みすず監査法人)

あずさ監査法人 トーマツ 新日本監査法人

設立・沿革

2000年４月 (中央監査法
人と青山監査法人が合併｡
2006年９月名称変更)

2004年１月 (朝日監査法
人とあずさ監査法人が合
併)

1968年５月 (等松・青木
監査法人｡ 1990年２月に
現在の名称に変更)

2000年４月 (太田昭和監
査法人とセンチュリー監
査法人が合併､ 2001年７
月現在の名称に変更)

代 表 者 片山英木 理事長 佐藤正典 理事長 阿部紘武 CEO 水嶋利夫 理事長

出 資 金 12億500万円 33億6,000万円 15億8,400万円 17億1,800万円

人 員 数

2,506名
公認会計士 1,354名
(うち社員374名､ 職員980
名)
会計士補 491名
その他 661名

【2006.9.1現在】

3,245名
公認会計士 1,550名
(うち代表社員237名､ 社
員198名)
会計士補 910名
その他職員 785名

【2006.9.30現在】

3,746名
公認会計士 1,791名
(うち社員429名､ 職員1,362
名)
参与 22名
会計士補 1,126名
その他専門職 481名
事務職 326名
【2006.9.30現在】

3,526名
公認会計士1,764名
(うち代表社員318名､ 社
員223名､ 職員1,223名)
会計士補 990名
その他職員 772名

【2006.9.30現在】

監査関与会社
数 (うち証取
法・会社法監
査会社数)

不明
※中央青山監査法人時は
4377社 (867社)(37)

6,071社 (809社)
【2006.9.30現在】

3,717社 (911社)
【2006.3.31現在】

4,749社 (968社)
【2006.9.30現在】

拠 点 数
国内 25ヵ所
海外 25ヵ所

国内 41ヵ所 国内 39ヵ所
(連絡事務所含む)
海外駐在員派遣 約40ヵ所

国内 40ヵ所
(連絡事務所含む)
海外駐在所 22ヵ所

米国ビッグ４
との関係

PwC (プライスウォーター
ハウスクーパース) と提
携

KPMGと提携 DTT (デロイト トウシュ
トーマツ)と提携

E&Y (アーンスト・アン
ド・ヤング)と提携

(出典)各社ホームページより作成



名称変更等を経て､ 中央青山監査法人､ あずさ

監査法人､ トーマツ､ 新日本監査法人の４社に

集約された｡ この４社は､ いわゆる４大監査法

人 (表１参照) と呼ばれ､ 日本の大企業の大半

の会計監査を担当してきた｡

米国では現在､ PwC (プライス・ウォーターハ

ウス・クーパース)､ KPMG､ DTT (デロイト・

トウシュ・トーマツ)､ E&Y (アーンスト・アンド・

ヤング) の４大大手会計事務所が､ ビッグ４と

呼ばれており､ 日本の４大監査法人と､ それぞ

れ提携関係にある｡

今回､ 大手監査法人で初めての業務停止命令

を受けた中央青山監査法人は､ 米国ビッグ４の

うち､ PwCと提携関係にあった｡ しかし､ PwC

は､ 中央青山監査法人が懲戒処分を受けた日

(平成18年５月10日) に､ 日本での新監査法人設

立構想を発表し､ ６月１日には､ ｢あらた監査

法人｣ (表２参照)を設立した(38)｡

中央青山監査法人は､ 業務停止命令解除後

の平成18年９月１日から､ 名称を ｢みすず監

査法人｣ と変更して､ 営業を再開した｡ あら

た監査法人には､ 中央青山監査法人から約３割

の人員が転籍したと報じられている(39)｡ 旧青

山監査法人の主要顧客であった企業 (旭化成､

ソニー等) を中心に､ あらた監査法人に会計監

査人を変更する企業もみられ (表３参照)､ 中央

青山監査法人は事実上､ ｢みすず｣ と ｢あらた｣

の２つに分裂しての再スタートとなった｡

旧中央青山監査法人からの顧客離れのみなら

ず､ 今回の懲戒処分を契機に､ 従来の監査人の

見直し・変更に踏み切る企業も少なくない｡ し

かし､ 他の大手監査法人としても､ 新たな顧客

を受け入れるには人員面で困難な面もあり､ 大

手以外の監査法人へ監査人を変更する企業もみ

られる｡ 今回の処分を契機に､ ４大監査法人の

寡占状態が続いていた日本の監査法人の勢力図

は､ 今後､ 再編も含め本格的に変化する可能性

がある｡
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表２ あらた監査法人の概要

名 称 あらた監査法人

設 立 2006年６月 (業務開始 2006年７月)

代 表 者 高浦英夫 CEO

出 資 金 ５億5,400万円

人 員 数 931名
代表社員・社員 94名
公認会計士・会計士補 468名
US CPA・その他専門職員 297名
事務職員 72名
【2006年９月１日現在】

監査関与会社
数 (うち証取
法・会社法監
査会社数)

不明

拠 点 数 国内 ３ヵ所

米国ビッグ4
との関係

PwCと提携

(出典)同社ホームページ等より作成

表３ 上場企業に占める監査法人のシェアと旧中央青
山監査法人の顧客企業の動向

旧中央青山監査法人 21.5% ⇒

みすず
(約600社
見込み)

�������������������������������������������������������������計800社以上
トーマツ 22.7％

新日本監査法人 21.1％

あずさ監査法人 16.8％

その他 17.8％

(2005年３月末：帝国データバ
ンク調べ)

あ ら た
(約60社)

その他

(出典) 『朝日新聞』 2006.5.31､ 2006.9.2などから作成

� この背景として､ もともと旧青山監査法人が PwCの日本拠点として設立されていたことから､ カネボウ､ 足

利銀行といった､ 旧中央監査法人側の顧客企業で不祥事が起こっていることに対する PwCと旧青山監査法人側

の以前からの不満が噴出したとの見方がある (｢｢あらた｣ が呼ぶ分裂 (監査不信 中央青山発 再編の号砲・上)｣

『日本経済新聞』 2006.7.4 ; ｢中央青山の命運を握る PwCの受け皿法人の行方｣ 『週刊ダイヤモンド』 94巻23号,

2006.6.17.)｡� ｢企業監査 選別の波 旧中央青山､ 再スタート｣ 『朝日新聞』 2006.9.2.



Ⅱ 米国の公認会計士・監査法人制度と

現状

１ 沿革

米国では､ 投資銀行や商業銀行からの要請に

応じた職業会計士による任意的な監査は､ すで

に19世紀から行われていた(40)｡ ニューヨーク

州における､ 米国公共会計士協会の設立 (1887

年) と､ 州公認会計士法の制定 (1896年) が契機

となり､ 全米の州が同様に､ 公認会計士会と公

認会計士法を有するようになった｡

公認会計士(Certified Public Accountant: CPA

以下 ｢CPA｣ とする｡) の資格は､ 州ごとに付与

される｡ 具体的には､ それぞれの州の公認会計

士法に基づき実施される試験に合格し､ 当該管

轄区の公認会計士審査会による教育と実務経験

を経て､ 営業許可証と CPAの称号を営業上で

用いる資格が付与されるシステムになっている｡

各州の公認会計士会は､ 後に全国連合会を結

成し､ 先の米国公共会計士協会と合併して､

｢米国会計士協会｣ と名称変更した｡ これが､

その後分裂・統合等を経て､ 1957年に､ 連邦レ

ベルの公認会計士業界の団体である米国公認会

計士協会 (American Institute of Certified

Public Accountants: AICPA 以下 ｢AICPA｣ と

する｡) となった｡

一方､ 米国における財務諸表監査の制度化の

歴史は比較的浅い｡ 1929年の大恐慌時､ 州法レ

ベルの証券規制しか存在しなかったために､ 投

資者保護に関する問題が生じたことから､ 連邦

法での法整備がなされた｡ まず､ 1933年証券法

で､ 貸借対照表と損益計算書に独立公会計士に

よる監査が要請され､ 次いで､ 1934年証券取引

所法で､ 証券取引委員会(Securities and Exchange

Commission: SEC 以下 ｢SEC｣ とする｡) に対し

て､ 証券市場に係る監督権限が与えられ､ 現在

のような財務諸表の法定監査 (SEC監査) の基

礎となる制度が生まれた｡ SECは､ 上記の､

連邦法上の情報開示を行っている株式公開企業

の監査を担当する公認会計士に対しては､ 規制

権限を有する(41)｡ しかし人員等や体制上の問

題もあり､ 公認会計士に対する監督は､ 実際上､

AICPAの自主規制機能が長く担ってきた｡

２ 企業改革法 (Sarbanes-Oxley Act Of 2002)

の制定� エンロン不正会計事件

2001年10月､ 米国の総合エネルギー会社エン

ロンは､ 第３四半期の決算における欠損が６億

1,800万ドル､ 減資が12億ドルであると発表し

た｡ エンロンは､ 2000年には年商1,010億ドル

を計上し､ 欧米のエネルギー市場の２割を取り

扱うほどの大企業(42) であったため､ この､ 大

幅な業績悪化の発表の衝撃は大きかった｡ SEC

は､ 同社に対して報告を要請するとともに､ 調

査に入った｡ 11月には､ 過去５年間の財務報告

が修正され､ ５億8,600万ドルの損失 (利益の水

増し) が発表された｡ エンロンは12月には､ 負

債総額630億ドルを抱え､ 連邦破産法第11章の

会社更生を申請し､ 米国史上最大ともいわれる

倒産に至った｡ 同社は､ 海外に設立した多数の

法人を利用して､ エネルギー価格を操作し､ 多

額の負債を隠していたほか､ レイ・前会長兼
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� ニューヨーク証券取引所の設置時 (1843年) に､ イギリスからの投資が拡大した｡ その際､ イギリスの資本引

受団から米国の有望な会社の株式をロンドン市場に上場する目的で､ 投資先企業の会計監査を依頼されたイギリ

スの職業会計士が多数渡米し､ そのまま定住して､ アメリカの職業会計士市場の基礎を作った｡ 現在米国でビッ

グ４と呼ばれる大手会計事務所の母体も､ ほぼ19世紀に生まれている (山浦 前掲書, pp.58-60.)｡� 虚偽記載や重要事実の省略に対して､ 連邦法に基づく刑事罰権限がある｡ また､ SEC実務規則により､ SEC

規則に違反した会計士に対して､ 業務停止命令や業務改善命令等の行政処分を課すことができる｡� 福澤善文 ｢エンロン破綻とアメリカ経済｣ 『国際問題』 515号, 2003.2, pp.44-45.



CEO (経営最高責任者)が倒産前に同社の株式を

売却し､ 10億ドルもの利益を得ていたなど､ 多

くの不正行為を重ねていた｡ また､ 16年間にわ

たりエンロンの会計監査を担当してきた大手会

計事務所アーサー・アンダーセン(43) (以下 ｢ア

ンダーセン｣ とする｡)は､ エンロンに対する SEC

調査が開始された時期に､ 同社に関する大量の

監査書類を破棄した事実が判明し､ 司法妨害の

罪で有罪判決を受けた｡ この影響で､ アンダー

センは､ 2002年８月末には､ 上場企業の監査業

務から撤退を余儀なくされた｡

エンロンの倒産を契機に､ 米国では､ 違法決

算操作や収益の水増しといった､ 大規模な不正

会計を背景とする大企業の不祥事が相次いで判

明した｡ その中には､ エンロン同様､ 会計事務

所が関与していたものもあり(44)､ 米国の証券

市場全般に対する国際的な信頼を大きく失墜さ

せた｡

このため､ 連邦議会はすぐさま､ 企業統治の

強化と市場の信頼回復・透明性向上を目的とし

て､ 会計・監査制度､ コーポレート・ガバナン

ス､ 企業倫理に関する規定などを改革すべく､

1933年の連邦証券法､ 1934年の証券取引所法制

定以来最も大きな変更とされる､ 新しい法律の

制定に着手した｡� 制定経過と主な内容

2002年２月14日､ 共和党の Oxley議員を委

員長とする下院金融サービス委員会に､ ｢企業

及び監査の責任・透明性に関する法律｣ が上程

された｡ ４月24日に下院本会議において賛成多

数で可決され､ 上院に送付された｡ その直後の

2002年６月､ 通信企業大手ワールドコムの巨額

粉飾決算(45) が明るみに出て､ 更なる打撃が加

えられた｡

2002年７月15日､ 上院の銀行・住宅・都市問

題委員会 (委員長・民主党の Sarbanes議員) は､

下院の法案を全会一致で不採択とし､ 同法案を

修正したさらに厳しい内容の､ ｢公開企業会計

改革・投資家保護法案｣ を採択した｡ この法案

は､ 同日､ 上院本会議において､ 全会一致をもっ

て可決された｡ そして､ 開催要請に基づき､ 法

案一本化のための上下両院協議会が開催された｡

７月24日には､ 異例の早さで両院は合意に達

し､ より厳しい内容であった上院案をベースに､

同日､ 最終法案が上程され､ 翌７月25日､ 下院

本会議では賛成多数をもって､ 上院本会議では

全会一致をもって､ 可決された｡ ７月30日に大

統領が署名して成立した｡ この法律の正式名は､

｢証券関係法に基づいて作成される開示資料の

精確性及び信頼性を高めて投資家を保護するた

めの法律｣(46) といい､ 両院の所管委員会委員長

の議員名から､ ｢Sarbanes-Oxley Act Of 2002｣

と通称される｡ 日本では､ ｢サーベインス・オ

クスリー法｣､ ｢ SOX法｣ などと､ 通称されて

いるが､ 法律の内容から､ 特に､ ｢企業改革法｣

と呼称されることが多い (本稿でもこの呼称を使

用する)｡

企業改革法の内容は多岐にわたっているが､

その柱としては､ ① 経営者の財務報告・開示

に関する責任とコーポレート・ガバナンスの強

化､ ② 監査人の独立及び監査・監査法人規則

の厳格化､ ③ 企業の開示制度の強化､ ④ 証券

アナリストの利益相反の禁止､ ⑤ 法執行､ 調
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� 1913年､ アメリカ・シカゴにアーサー・アンダーセンが事務所を開設｡ 後にアーサー・アンダーセン・ワール

ドワイドの下に会計監査を主とするアーサー・アンダーセン及びコンサルティング主体のアンダーセン・コンサ

ルティング (現アクセンチュア､ 2000年分離独立) の２つの事業で10万人規模の事務所に成長した｡ アンダーセ

ンは､ 他にも SEC調査が入った不祥事企業 (グローバル・クロッシング､ アデルフィアなど) の監査を担当して

いた｡� XEROX社の収益水増しに関し､ KPMGがその決算操作を黙認していた事例など｡� 約38億ドルの利益水増しによる粉飾決算で､ 連邦破産法第11章の会社更生を申請｡ 翌７月に破綻｡� P.L.107-204.



査､ 罰則の強化を挙げることができる｡

このうち､ 本項のテーマに関わりの深い３点

について､ 以下で詳述する｡� PCAOB (公開会社会計監督委員会)の新設

米国では､ AICPAが､ 1977年以降､ ピア・

レビュー制度 (３年に一度､ 他の同規模の会計事

務所や州会計士協会のスタッフが､ 監査業務の質や

法令遵守の状況について検査を行う制度)や､ AICPA

内に設置した品質管理調査委員会 (Quality

Control Inquiry Committee: QCIC)によるレビュー

制度といった自主規制機能の枠組みを整備して

きた｡ そして､ AICPAが監査業界の自主監視

機関として組織した公共監視委員会 (Public

Oversight Board: POB 以下 ｢POB｣ とする｡)

の監視の下で､ 実質的な公認会計士及び会計事

務所の監督を行ってきた｡

しかし､ 破綻したエンロンの監査法人であっ

たアンダーセンが､ ピア・レビューを受けてい

たことから､ その実効性に対する批判が起こり､

SECは､ POBに代わる新しい監視機関を SEC

直轄で設置する案を発表した｡ POBは､ これ

に反発して､ 2002年３月に自ら活動を停止した｡

この結果､ AICPAの自主規制制度は崩壊した(47)｡

その後､ 2002年７月に成立した企業改革法に

より､ 新たな監視機関として､ 公開会社会計監

督委員会 (Public Company Accounting Over-

sight Board: PCAOB 以下 ｢ PCAOB ｣ とする｡)

が設置され､ 監査人の監視制度を強化すること

とされた｡

PCAOBは､ 企業改革法に基づき､ 2003年４

月に発足した｡ 組織上は政府機関ではなく､ 非

営利法人 (コロンビア特別区非営利法人法に基づ

く) であるが､ 企業改革法に根拠規定を持ち､

SECの指名する５名の委員で構成されること

から､ 実態としては､ 準政府機関といえる｡ 企

業会計法等の規定による PCAOB の概要､ 与

えられた権限等は表４のとおりである｡

こうして､ 監査基準の策定主体は､ 従来の

AICPAから PCAOBに変更された｡ ただし､

企業改革法では､ PCAOBが指名した１つ又は

複数の職業会計士団体 (あるいはその後設置する

アドバイザリー・グループ(48)) が作成・提案した

ものを､ PCAOBが採択すると規定されており､

当面は､ 従来どおり AICPAの監査基準審議会

(ASB) が作成した監査基準を､ PCAOB が承

認する形が採られている｡

また､ 米国の公開企業を監査する世界中の会

計事務所に､ PCAOBへの登録を求め､ その監

査業務の検査を､ PCAOBが直接行うこととなっ

た｡ これにより､ 企業改革法上は､ 米国上場企

業を監査する日本の会計事務所も､ PCAOBに

登録が求められ､ PCAOBによる検査を受ける

こととなる｡ ただし､ 当面は､ PCAOBに登録

している日本の監査法人(49) に､ PCAOBが直

接検査に入ることはせず､ 日本の検査当局に委

託する形態にするとされていた(50)｡

しかし､ PCAOBは､ 2006年５月の､ 中央青

山監査法人に対する懲戒処分を重く受け止め､

同年内に､ 登録している日本の監査法人に対し

て直接の検査を実施する意向を示した｡ これに

対し､ 日本側は ｢主権侵害の恐れがある｣ と主

張し､ 金融庁は PCAOBとの調整を行った(51)｡

その結果､ 検査対象の監査法人の責任者が､
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� 山崎彰三 ｢サーベインズ・オックスレイ法の概要と我が国の監査制度への影響｣ 『JICPAジャーナル』 576号,

2003.7, p.29.� 企業改革法では､ PCAOBが､ 監査､ 品質管理､ 倫理､ 独立性及びその他の基準の内容について勧告をする､

エキスパート・アドバイザリー・グループを設置することができるとしている｡� 現在登録している日本の監査法人は13 (｢日米 "監査摩擦"くすぶる｣ 『日本経済新聞』 2006.10.11.)｡� ｢企業統治の新潮流 海外の検査は委託で｣ 『日経金融新聞』 2005.8.18.� ｢米会計監督委 日本の監査法人検査へ｣ 『朝日新聞』 2006.6.15.



PCAOBの要求事項を説明するという形式を採

ることで決着したが､ 事実上､ PCAOBによる､

日本の監査法人の直接の検査が始まることとなっ

た(52)｡ 主に監査法人の内部管理体制を検査す

る日本と､ 監査法人が担当する個々の企業の決

算までをも､ つぶさにチェックする米国という､

監査法人に対する検査のそもそもの目的の違い

もあり､ 今後の混乱が懸念されている(53)｡

また､ PCAOBによる､ 監査業務の監督のあ

り方に関しては､ 企業改革法の要請するところ

であるとはいうものの､ その厳格さに､ 苦情も

少なくない｡ 会計事務所の監査業務だけでなく､

個別企業の決算の適正さまで厳しくチェックす

る､ PCAOBの監督に対応するための膨大なコ

ストに不満を募らせる会計事務所などが､ 2006

年２月に､ ｢罰金徴収など法執行権をもつPCAOB
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表４ 公開会社会計監督委員会 (PCAOB) の概要､ 権限等

●所掌事務

・株式公開企業の会計監査を行う会計事務所 (監査法人)の登録

2006年５月現在､ 登録会計事務所数 約1,660 監査従事公認会計士数 約13万人

・登録会計事務所が従うべき監査基準､ 品質管理基準､ 倫理・独立性規則等の策定

・登録会計事務所に対する検査 (顧客100社以上の大手には毎年､ その他は少なくとも３年に１回)

・登録会計事務所､ 公認会計士等に対する調査及び懲戒処分 (登録の一時停止・抹消､ 他の監査法人への就業禁止､ 業務停止､

民事制裁金等)

・登録会計事務所､ 公認会計士等に対して企業改革法､ PCAOB規則等を遵守させること

●組織等 (2006年１月現在､ 職員数427名)

・ボード (委員長及び４名の常勤委員) 任期５年｡ 公認会計士はうち２名までに限定

委 員 長：マーク・W.オルソン (2006年６月～)

前 FRB理事､ 元全米銀行協会会長､ 元監査事務所E&Yパートナー

常勤委員：

① ビル・グラディソン (2002年10月～) 元下院議員

② カイラ・ J・ジラン (2002年10月～)弁護士､ 元カルパース (カリフォルニア従業員年金基金)法律顧問

③ ダニエル・L・ゴエルザー (2002年10月～)弁護士､ 公認会計士 元 SEC顧問弁護士

④ チャールズ・D・ニーマイアー (2002年10月～) 弁護士､ 公認会計士 前 SEC エンフォースメント部門主任会

計士､ 不正タスク・フォース会長

・ワシントン本部

執行・調査部門 (会計事務所等に対する調査及び懲戒処分等､ 弁護士・会計士約25名)

登録・検査部門 (会計事務所の登録､ 検査検査官約225名)

主任監査官室 (監査基準等の策定､ 会計士約25名)

その他：国際関係担当､ 調査・分析室､ 法律顧問室､ 政府関係室､ 内部監督・パフォーマンス保証室､ 運営室､ 広報室

・地方事務所 (全米８都市)

アトランタ､ シカゴ､ ダラス､ デンバー､ ニューヨーク､ ノーザンバージニア､ オレンジカウンティ､ サンフランシスコ

●予算､ 資金調達

予算は SECの承認が必要｡ 2006年度予算における経費見積計は約1.3億ドル (うち人件費１億ドル)｡

運営資金は､ 主に､ 登録会計事務所及び株式公開企業の納める賦課金｡

登録会計事務所は､ 別途年間登録料を支払う｡

株式公開企業の負担額は時価総額に応じて決定し､ 時価総額2,500万ドル未満の企業は負担義務なし｡

(出典)金融庁資料；加藤厚 ｢電撃成立､ 米企業改革法のポイント｣ 『旬刊経理情報』 995号, 2002.9.20. 等を基に作成｡

� 2006年12月11日から､ みすず監査法人とあずさ監査法人に対する検査が始まると報じられている (｢米機関､ 大

手監査法人を検査へ 世界の警察官日本に介入 厳格チェックに金融庁も動揺？｣ 『日経公社債情報』 1564号, 2006.

11.20.)｡� 前掲注�, なお､ 金融庁は､ 国内上場企業を監査する外国会計事務所を検査・監督対象とする方針を固めたと

の報道がある｡ 金融庁が､ 自らも外国会計事務所への検査権限を持つことで､ PCAOBとの今後の交渉を対等に

進める狙いもあると報じられている (｢国内上場社の外国監査事務所 金融庁､ 検査対象に｣ 『朝日新聞』 2006.12.

19.)｡� 違憲と判断されれば､ ｢PCAOB設立を定めた企業改革法そのものが無効になる可能性がある｣ との見解も報

じられている (｢改革路線揺り戻し (揺れる SEC) ㊤｣ 『日経金融新聞』 2006.8.3.)｡



は事実上の政府機関であり､ 政権や議会が人事

権を持たないのは違憲｣ であるとして提訴して

いる(54)｡ 監査負担から逃れるため､ 上場を廃

止する企業も出ているという｡� 監査人の独立性保持の対策

破綻したエンロンの事例では､ コンサルティ

ング等の非監査業務を行っていたアンダーセン

の報酬が､ 多額であったことが問題となったこ

とから､ 企業改革法では､ 第201条で､ 非監査

業務の禁止を強化することとした｡

具体的には､ 従来から SEC規則で禁止され

ていた､ ① 経営機能の代行サービス､ ②人材

派遣などの人事関連サービス､ ③ ブローカー

ディーラー・投資顧問・投資銀行サービスに加

え､ 新たに､ 経理代行その他の会計記録又は財

務諸表に関するサービス､ 財務情報システムの

設計・構築サービス､ 鑑定・評価サービス､ 公

正価値意見書・現物出資報告書に関するサービ

ス､ 年金数理計算サービス､ 内部監査業務の外

部委託 (監査人が委託されるケース)､ 法律関連

サービス､ 専門職サービス(55)､ 等の非監査業

務を禁止することとした｡

被監査会社に対する税務プランニング・アド

バイス等の税務サービスは､ 監査委員会の事前

承認を得られれば､ 提供は可能である(56)｡

このほか､ 企業改革法第206条は､ 監査パー

トナーのローテーションについて､ 主たる監査

パートナー (主任関与パートナー) 及び監査の審

査責任者たるパートナー(レビュー・パートナー)

は､ 同一企業の監査を連続して５年以上行って

はならないとする SEC規則の制定を求めてい

る｡

これに基づく SEC規則では､ ５年間で被監

査会社の担当を退き､ その後再び同社の監査を

担当する場合は､ ５年間の監査禁止期間を置か

なければならないこととした(57)｡ この規定が

適用される ｢監査パートナー｣ には､ 主任関与

パートナーとレビュー・パートナーだけでなく､

監査チーム内の､ 財務諸表に影響を及ぼす重要

な監査・会計・報告事項に関する意思決定責任

を持つパートナーや､ 経営者・監査委員会と定

期的に接触するパートナー等も含まれる｡

また､ 企業改革法では､ 会計事務所自体の強

制的ローテーション制の導入による影響につい

て検討することを求めているが､ 現時点では目

立った動きはみられない｡� 財務報告に係る内部統制

企業改革法では､ 一連の不正会計事件の背景

にある､ 従来の諸制度に内在する問題にあまね

く対応することが図られた｡ その一環として､

財務報告に係る内部統制 (企業が正確な財務報告

を行うよう社内体制を整備する仕組み) について

も､ 同法において強化することとした｡

企業改革法における､ 財務報告に係る内部統

制制度は､ 同法の要請により制定された SEC

規則を含めると､ 非常に細かいものとなってい

る｡ その内容を要約すると､ ① 年次報告書の

記載の正確性に関して､ 経営者が宣誓書を作成

すること (第302条)､ ② 経営者は､ 期末に､ 財

務報告に係る内部統制の有効性を評価し､ 内部

統制報告書を年次報告書に含めること (第404条�)､ ③ 経営者による財務報告に係る内部統制
の有効性の評価について､ 会計監査を行ってい

る会計事務所の監査を受けること (同条�)､ と
まとめることができる(58)｡
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� 訴訟､ あるいは規制当局､ 行政による調査に際し､ 被監査会社又はその弁護人に対して法廷用会計サービスを

提供するといったケースが想定される｡ 当該調査において､ 被監査会社のために説明や証言をすることは可能｡� この場合､ 被監査会社は､ 税務サービスの対価として監査人に支払った報酬を年次報告書等で開示しなくては

ならない｡ また､ 税務サービスだけでなく､ その他の非監査業務 (禁止されたもの以外) の提供についても､ 監

査委員会の事前承認が必要｡� 改正前のローテーション期間は７年｡



米国における内部統制 (Internal Controls)

は､ 企業改革法によって初めて導入された概念

ではない｡ 内部統制という概念自体は､ 公認会

計士による財務諸表監査制度が始まったときか

ら存在し(59)､ 各方面でそれぞれ定義がなされ､

その内容も変遷してきた(60)｡

米国で､ 内部統制の議論が本格化したのは､

1980年代のことである｡ その背景には､ いわゆ

る S&L (貯蓄金融機関) の破綻による金融危機

と､ 破綻の原因となった粉飾決算の社会問題化

があった｡

これに対応するため､ 米国の会計・監査に関

わる５団体(61) が､ 1985年に ｢不正な財務報告

に関する全米委員会｣ (通称 ｢トレッドウェイ委

員会｣)(62) を組織し､ ２年半の調査・研究の結

果､ 1987年に､ ｢不正な財務報告に関する報告

書 (Report of National Commission on Fraudu-

lent Financial Reporting)｣ をまとめた｡

この報告書では､ 粉飾決算をなくすためには､

財務諸表に対して第一次的で最終的な責任を負っ

ている上場企業自身が､ 不正な財務報告をなく

すための実務を実施しなければならないとし､

そのためには､ 上場企業は､ 財務報告完成まで

の不正なき会計処理プロセス (内部統制) を確

立しなければならないと指摘した(63)｡

この報告書を踏まえ､ トレッドウェイ委員会

の支援組織委員会として設立された COSO

(Committee of Sponsoring Organization of the

Treadway Commission) が､ 1992年にまとめた

報告書 (いわゆる ｢COSOレポート｣) の中で､ 内

部統制の統合的枠組み(Internal Control-Integra-

ted Framework) が示された｡

すなわち､ 内部統制とは､ ① 業務の有効性

と効率性､ ② 財務報告の信頼性､ ③ 法令等の

遵守という目的を達成するために､ 企業の取締

役会､ 経営者及びその他の構成員によって遂行

されるプロセスであり､ ① 統制環境､ ② リス

クの評価､ ③統制活動､ ④情報と伝達､ ⑤監

視活動 (モニタリング) という､ ５つの相互に関

連する要素から構成されると定義した｡

これは､ ｢COSOフレームワーク｣ 等と呼ば

れ､ 法的拘束力を有するものではないが､ 多く

の米国企業に取り入れられた｡ また､ 米国以外

の先進国にも知られるところとなり､ 内部統制

のディファクト・スタンダード (事実上の国際

標準) となった｡ 企業改革法上の､ 財務報告に

係る内部統制の評価に当たって依拠すべきとす

る概念は､ この COSOフレームワークにおける

概念を実質的に反映したものとなっている(64)｡

また､ 当該企業の年次報告書に含まれる財務
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� 多賀谷充 ｢内部統制をめぐる今後の展望｣ 『企業会計』 58巻１号, 2006.1, p.60.� 大塚和成 ｢内部統制システムの概念と制度化の現状｣ 『旬刊金融法務事情』 54巻12号, 2006.5.5-15.� 米国内部統制概念の変遷については､ 柿崎環 『内部統制の法的研究』 日本評論社, 2005.に詳しい｡� 米国公認会計士協会､ 米国会計学会､ 財務担当経営者協会､ 内部監査人協会､ 管理会計士協会の５団体｡� 委員長のトレッドウェイ氏 (James.c.Treadway,Jr.) は元 SEC委員｡� 大塚 前掲論文, p.8 ; 不正な財務報告全米委員会 (鳥羽至英・八田進二訳) 『不正な財務報告』 白桃書房, 1991,

pp.23-26.� SEC規則により､ 財務報告に係る内部統制の概念は､ ｢一般に公正妥当と認められる会計基準に従って適正に

表示される外部報告のための財務諸表の作成に関連する統制｣ で､ AICPAの監査基準成文集第319号が対象とし

ているもの (又は PCAOBが別途定めるところによる概念)となっており､ 当該監査基準成文集第319号における

内部統制は､ COSOフレームワークが示した概念 (文中に挙げた３つの目的と５つの要素から成る旨) を規定し

ている (赤井泉 ｢米国 『企業改革法』 における ｢内部統制｣ 強化の動き｣ 『旬刊経理情報』 1016号, 2003.5.1.)｡

ただし､ 企業改革法に基づく SEC規則等が､ COSOフレームワークによる概念を特定しなかったことで､ 将

来にわたって COSO以外にも適合的な枠組みを提供する機関や団体を排除する趣旨ではないことを示した､ との

見解がある (柿崎 前掲書, p.296.)｡



諸表を監査する会計事務所に対し､ 各 SEC規

則では､ 財務報告に係る内部統制についての経

営者評価に対する証明報告義務 (及び､ 当該義

務に基づく証明報告書の提出義務) などを定めて

いる(65)｡

経営者による財務報告に係る内部統制の評価

及び外部監査人によるその証明は､ 従来からの

実務を大きく変更することを求めるものであり､

SECも､ 規則案公表の際に ｢必要な手続きの

策定や人員の教育などその遵守のための準備は､

外部監査人及び企業において､ 多大の時間と労

力を要するであろう｣(66) との見解を表明したと

言われている｡

実際に､ 米国では､ 先に適用された大企業・

中堅企業で､ 内部統制に関するシステム整備コ

ストが膨大であることが判明し､ 中小企業等へ

の適用が遅れている｡ 米国 CRAインターナショ

ナルの調査によると､ 米国の大企業 (株式時価

総額７億ドル以上)が､ 企業改革法適用初年度に

内部統制対策として投じた費用は､ １社平均730

万ドル (約８億3,950万円)､ 中堅企業 (時価総額

7,000万ドル以上７億ドル未満) では､ 平均150万

ドル(約１億7,250万円)であった(67)｡ また､ E&Y

が2005年５月に､ 適用250社に対して実施した

調査によると､ 売上高200億ドル超の企業の

85％が､ 適用初年度に1,000万ドル超を投じた

との結果も出ている(68)｡ また別の調査会社に

よると､ 対策費用の内訳は､ 人件費が42％､ 外

部サービス費用 (コンサルティングやアウトソー

シングなど)が29％､ ＩＴ関連費用が28％であっ

た｡ ＩＴ関連費用としては､ 文書や記録の管理・

保存､ 社内外のセキュリティ強化､ システム統

合などが挙げられている(69)｡

このような状況を踏まえ､ 米国では､ 財務報

告に係る内部統制制度に関する企業改革法の適

用について､ 適用基準の緩和や､ 規模の小さい

企業への適用一部除外などの見直しがなされる

との報道がある(70)｡

なお､ 同制度の外国企業への適用は１年延期

の措置が取られ､ 2006年７月以降の決算期から

の適用となった｡ 米国に上場している日本企業

も､ 主に2007年３月期決算から本格的な適用が

スタートする(71)｡

Ⅲ 企業改革法後の日本の制度改革

１ 企業開示の強化

我が国で､ 米国の企業改革法がもっとも早く

反映されたのは､ 公認会計士法と､ 企業開示の

両分野である｡

｢証券市場の改革促進プログラム｣ (平成14年

８月) の ｢基本的考え方｣ において､ ｢投資家

の信頼が得られる市場の確立～市場の公正性・

透明性の確保｣ として､ ｢市場の公正を確保す

る観点から､ まず､ 金融当局による取組みの強

化に努めるとともに､ 米国において不正会計事

件が証券市場に与えている深刻な影響等も踏ま

え､ 会計・監査の充実・強化に向けた対応を早

急に講ずる｡ また､ 信頼される価格形成の確保

に努めるとともに､ 投資家と市場をつなぐ市場

仲介者についてコンプライアンスの一層の改善

等に取り組む｡ さらに､ いわゆる投資対象であ
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� COSOレポートでも､ 内部統制に対する監査人の評価を､ 監査報告書の中で明らかにすること､ 特に､ 単なる

内部統制に対する経営者評価の同意の記載にとどまらず､ 内部統制の評価・調査の内容についても記載するよう

勧告している (柿崎 同上, p.93.)｡� 赤井 前掲論文, p.18.� ｢日本版 SOX法､ 現状と対策｣ 『日経コンピューター』 647号, 2006.3.6, p.45.� 藤井範彰 ｢会計のプロが教える！ ｢内部統制｣ ５つのツボ｣ 『週刊東洋経済』 6043号, 2006.9.30, p.34.� 前掲注�.� ｢内部統制 米､ 過剰規制を見直し｣ 『日本経済新聞』 2006.12.1.� 日本企業の適用第１号は､ 決算期が12月のため2006年12月決算から適用となる株式会社キャノンである｡



る発行体たる企業の信頼を確保するため､ ディ

スクロージャーの充実・強化や投資家の立場に

立ったコーポレート・ガバナンス (企業統治)

の強化に取り組む｡｣(72) との方針が示された｡

これに基づき､ 金融審議会の公認会計士制度

部会では公認会計士法の改正が議論され､ 平成

15年の改正に至った｡ その内容については､ 上

で述べたとおりである｡

一方､ 証券市場の構造改革を検討してきた金

融審議会第一部会は､ 米国の企業改革法も参考

にする形で､ 平成14年12月に､ ｢証券市場の改

革促進｣ という報告書をまとめた(73)｡

これに基づき､ 証券市場に関する国内法や自

主ルールの整備などが個別に措置されることと

なった｡ 平成15年には､ 企業内容等の開示に関

する内閣府令が改正され､ 企業の代表者が有価

証券報告書等に確認書(74) を添付することがで

きると定められるとともに､ 有価証券報告書へ

の､ リスク情報の開示の義務付けなどが措置さ

れた｡ 東京証券取引所の自主ルールでは､ 上場

企業に対する四半期報告書の提出(75) や､ 経営

に重大な影響を与える事実及び上場有価証券に

関する権利等に係る重要な決定の適時開示及び､

企業の代表者に対する適時開示に係る宣誓書の

提出が義務付けられた｡

２ 委員会等設置会社 (広義の内部統制)

米国の企業改革法第301条では､ コーポレー

ト・ガバナンスの強化のため､ 上場会社に対し､

全員が独立した社外取締役で構成される監査委

員会の設置が要求された｡

それまでは､ 米国のほとんどの上場会社が､

経営者から独立した社外取締役で構成される監

査委員会を設置していたが､ 法律上の義務では

なかった(76)｡ そこで､ 企業改革法では､ 従来

の監査委員会の機能を見直し､ 会社内における

会計及び監査全般にわたる監視機関として強化(77)

することとしたのである｡

我が国でこれに対応するものとしては､ 委員

会等設置会社(78) 制度がある｡

委員会等設置会社は､ 平成15年４月施行の改

正商法特例法により導入された､ 原則資本金５

億円以上又は負債200億円以上の大会社に認め

られる新しい経営形態である｡ 委員会等設置会

社の取締役会には､ いずれも社外取締役が過半

数を占める報酬・指名・監査の３委員会を設置

することとし､ 従来型の会社では､ 監査役が行

う内部監査を､ 監査委員会が実施することとなっ

た｡

また､ 委員会等設置会社の取締役会は､ ｢監

査委員会の職務の執行のために必要なものとし

て法務省令で定める事項｣(79) を決定しなければ
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� ｢証券市場の改革促進プログラム｣ <http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20020806-2b.pdf>� この中で､ ｢最近の米国における不正会計事件の教訓をも踏まえると､ 投資家保護と市場への信頼性の向上を

図る観点から､ 監査の質と実効性の確保とともに､ ディスクロージャーの充実・強化を図る必要がある｣ として

いる (<http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai1/f-20021216_sir/01b.pdf>)｡� 有価証券報告書等の記載内容の適正性に関する確認書については､ 平成17年から東京証券取引所の自主ルール

で提出が義務付けられていたが､ 金融商品取引法により､ 平成20年４月から始まる事業年度より法律で義務付け

られることになった｡� 同じく金融商品取引法により平成20年４月から始まる事業年度より義務化｡� SEC登録会社には､ SEC規則で､ 監査委員会の設置についての開示が義務付けられていた｡� 会計監査人の任免・報酬についての決定権､ 非監査業務の承認権などを持つ｡� ただし､ 米国市場に上場する日本企業に対する企業改革法の適用にあたっては､ 独立した監査委員会に対応す

るものとして､ わが国従来の監査役会制度が容認されている｡� 商法施行規則第193条で規定｡



ならないとされ､ これが､ ｢会社の内部統制シ

ステムに関する事項｣ であると理解されてきた｡

平成18年５月より施行された会社法において

は､ 委員会等設置会社に限らず､ 原則としてす

べての大会社に対して､ 会社の業務の適正性を

確保するために必要な体制の整備､ すなわち内

部統制システムの整備についての方針を､ 取締

役会等で決定することが義務付けられた(80)｡

我が国における従来の内部統制は､ 企業の業

務全体に対する広義的な内部統制概念となって

いた｡ そこには､ 財務報告の信頼性の確保のた

めに行われる内部統制に限らず､ 業務の効率性

確保のための内部統制や､ 法令遵守のための内

部統制等が含まれていた｡ 内部統制に関して決

定された事項は､ 事業報告に記載される(81) が､

事業報告は､ 会社法上､ 会計監査人の監査対象

となっていないため､ 会社法に基づく内部統制

を外部の監査人が検証する義務までは求められ

ていなかった(82)｡ また､ 違反した場合の罰則

もなかった｡

これに対し､ 平成16年後半から次々に発覚し

た大企業の不祥事を契機に､ 特に､ 企業の財務

報告の不正を防ぐ制度の必要が迫られることに

なった｡ すなわち､ 経営者が自らの企業の財務

報告の信頼性を担保する内部統制の有効性を評

価し､ それを､ 外部の監査人が検証する仕組み

の導入が検討されることになった｡

３ 財務報告に係る内部統制の導入� 我が国における内部統制議論

我が国で ｢内部統制｣ という言葉が公式に使

われたのは､ 昭和25年､ 証券取引法に基づく財

務諸表監査の導入に伴い､ 公認会計士監査の行

動規範として経済安定本部の企業会計基準審議

会が制定した ｢監査基準｣ であるとされる(83)

(その後昭和31年に全面改訂)｡

平成14年１月､ 金融庁の企業会計審議会は､

監査基準の全面改訂にあたり､ ｢監査基準の改

訂に関する意見書｣ を公表した｡ この意見書の

｢三 主な改訂点とその考え方｣ では､ 企業と

監査人双方にとっての効果的かつ効率的な監査

の前提として､ 内部統制の整備・充実の必要性

が指摘されている｡

ここでは､ 内部統制の概念について､ ｢企業

の財務報告の信頼性を確保し､ 事業経営の有効

性と効率性を高め､ かつ事業経営に関わる法規

の遵守を促すことを目的として企業内部に設け

られ､ 運用される仕組み｣ と定義している｡ さ

らに､ ｢内部統制は､ �経営者の経営理念や基
本的経営方針､ 取締役会や監査役の有する機能､

社風や慣行などからなる統制環境､ � 企業目
的に影響を与えるすべての経営リスクを認識し､

その性質を分類し､ 発生の頻度や影響を評価す

るリスク評価の機能､ � 権限や職責の付与及
び職務の分掌を含む諸種の統制活動､ � 必要
な情報が関係する組織や責任者に､ 適宜､ 適切

に伝えられることを確保する情報・伝達の機能､
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� 会社法施行規則第100条で､ 業務の適正を確保するために必要な体制として具体的な５項目を規定｡ ①取締役

の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に対する体制､ ② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制､ ③

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制､ ④使用人の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制､ ⑤株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適

正を確保するための体制､ の５項目｡ この他､ 平成18年３月から､ 東京証券取引所の自主ルールでは､ 上場企業

及び新規上場申請企業に対し､ コーポレートガバナンスに関する報告書の提出を求めている｡� 会社法施行規則第118条第２項｡� 茂木哲也 ｢内部統制自体が意見表明の対象となり監査手法は大きく変化する｣ 『金融財政事情』 57巻40号, 2006.

10.23, pp.21-22.� 八田進二 ｢わが国における ｢内部統制議論｣ の新潮流｣ 『旬刊経理情報』 1016号, 2003.5.1, p.9.



� これらの機能の状況が常時監視され､ 評価
され､ 是正されることを可能とする監視活動と

いう５つの要素から構成され､ これらの諸要素

が経営管理の仕組みに組み込まれて一体となっ

て機能することで上記の目的が達成される｡｣(84)

としている｡

ここまでの､ 我が国における内部統制の議論

は､ 主に､ 企業の不祥事防止に主眼を置いた､

コンプライアンス面を重要視するものであった｡

商法特例法や､ 会社法上の内部統制概念に近い

ものであると考えられる｡� 西武の有価証券報告書虚偽記載事件

我が国で､ 財務報告に係る内部統制を導入し

ようとの議論が沸き起こったのは､ 2002年７月

に成立した米国企業改革法の影響とも無縁では

ない｡ しかし､ 直接的には､ 西武鉄道の有価証

券報告書虚偽記載事件など､ 平成16年頃から相

次いで判明した有名上場企業の不正会計事件が

契機となっている(85)｡

この事件は､ 平成16年10月に､ 西武鉄道が､

筆頭株主のコクドなどの保有比率を､ 有価証券

報告書に過少記載していたと発表したことに端

を発する｡ コクドは､ 同社が管理する個人名義

株式を実質的に所有しており､ 実際には､ 西武

鉄道株の持ち株比率が50％を超えていて､ 長期

間､ 東京証券取引所の上場廃止基準 (株主上位

10社の株式保有比率が80％を超えてはならない) に

抵触していた｡ この事実が判明する前に､ コク

ドは､ 西武鉄道株の持ち株比率を下げるために､

取引先などに同社株の売却を行ったが､ この際､

虚偽記載の事実を伏せて取引した事例も多く､

インサイダー取引の疑いも生じた｡ この結果､

法人としての西武鉄道､ コクド両社及び､ 堤義

明コクド前会長が証券取引法違反で起訴され､

西武鉄道株が東京証券取引所から上場廃止とさ

れたものである｡ その後､ 西武鉄道に続き､ 伊

豆箱根鉄道株式会社､ 日本テレビ放送網株式会

社などで類似の事例が発覚した｡� 財務報告に係る内部統制制度の導入�� 経 過

これら一連の事件による､ 市場の信頼低下に

危機感を持った金融庁は､ ディスクロージャー

の信頼性確保に向けた対応策として､ 企業会計

審議会に､ 財務報告に係る内部統制基準の策定

についての検討を要請した｡

平成17年１月､ 同審議会の内部統制部会にお

いて､ 検討が開始され､ 同年７月13日には､

｢財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基

準｣(86) (いわゆる ｢公開草案｣) が公表された｡

その後､ 意見募集を経て､ 同年12月８日に､

最終報告書である ｢財務報告に係る内部統制の

評価及び監査の基準のあり方について｣(87) が発

表された｡ 公開草案と最終報告書の間には､ 大

きな内容の変更はなかった｡

これを受けて､ 金融庁は､ 財務報告に係る内

部統制制度を法律で規定するため､ 証券取引法

改正の準備に入った｡ ちょうど､ 証券取引法を

抜本的に改正して横断的な投資家保護ルールを

導入する､ いわゆる ｢金融商品取引法｣(88) の法

案提出準備の時期と重なっており､ ｢財務報告

の正確性を確保することは､ 投資家の利益に資

する｣ との観点から､ 財務報告に係る内部統制
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� ｢監査基準の改訂に関する意見書｣ <http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/tosin/f-20020125-1.pdf>� 八田進二・金融庁企業会計審議会内部統制部会長は ｢実際､ 金融審議会も西武鉄道事件をきっかけに内部統制

を再び議論の俎上に載せたわけです｡｣ と述べている (｢日本らしい内部統制モデルを求めて｣ 『Harvard business

review』 30巻10号, 2005.10, p.45.)｡� <http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/singi/f-20050713-2/01.pdf>� <http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/singi/f-20051208-2.pdf>� 平成11年頃から､ いわゆる ｢投資サービス法｣ (仮称)として､ 金融庁内外で検討されてきたものである｡



に関する制度整備に関する規定は､ 同法案の一

部として取り込まれることとなった｡ 同法案は､

｢証券取引法等の一部を改正する法律案｣(89) と

して､ 平成18年３月13日､ 国会に提出され､ ６

月７日､ 同国会において成立した(90)｡

昨今､ 金融商品取引法を指して ｢日本版 SOX

法｣ と呼ぶケースが頻繁に見受けられるのは､

金融商品取引法で､ 財務報告に係る内部統制制

度が規定されることになったという理由からで

ある｡�� 制度の内容と導入に向けた状況

金融商品取引法により､ 新たに上場企業に義

務付けられる､ 財務報告に係る内部統制制度の

主な内容は､ 次のとおりである｡

① 有価証券報告書の記載内容が適正であるこ

とを確認した旨を記載した確認書を提出するこ

と (金融商品取引法第24条の４の２｡ 証券取引所の

自主規制ルールからの格上げ)

② 財務計算に関する書類その他の情報の適正

性を確保するために必要な体制について評価し

た内部統制報告書を､ 有価証券報告書と併せて

提出すること (同第24条の４の４｡ 内部統制報告

書には､ 公認会計士又は監査法人の監査証明が必要｡

同第193条の２第２項)

以上の点については､ 概ね､ 米国の企業改革

法における内部統制制度に相当する内容になっ

ている｡ ただし､ 内部統制概念を我が国に導入

するに当たっては､ 国際的な内部統制議論が

COSO のフレームワークをベースとしている

ことから､ その枠組みを基本的に踏襲しつつも､

我が国の実情を反映するとの考え(91) に立ち､

独自な点もいくつか見られる｡

具体的には､ 米国企業改革法で示された "内

部統制により達成すべき目的 (業務の有効性お

よび効率性､ 財務報告の信頼性､ 事業活動に関わる

法令等の遵守)"に､ 我が国は ｢資産の保全｣ を

加えることとしている｡ 資産の保全とは､ 資産

の取得､ 使用及び処分が正当な手続及び承認の

下に行われるよう､ 資産の保全を図ることをい

う｡

資産 (有形の資産のほか､ 知的財産､ 顧客に関す

る情報など無形の資産も含まれる) が不正に又は

誤って取得､ 使用及び処分された場合､ 企業の

財産や社会的信用に大きな損害や影響を与える

可能性がある｡ また､ 企業が出資者等から財産

の拠出等を受けて活動している場合､ 経営者の

保全責任に加え､ 会社法上､ 業務・財産調査権

を持つ監査役又は監査委員会は､ 資産の保全に

対する重要な役割を担っている｡ これらの点か

ら､ 正当な手続及び承認の下に企業の資産が取

得､ 使用及び処分される体制整備を求めるもの

である(92)｡

また "内部統制の基本的要素 (モニタリング､

統制環境､ リスクの評価と対応､ 統制活動､ 情報と

伝達)"に ｢ＩＴへの対応｣ を加えている｡

公開草案では､ ｢ＩＴの利用｣ として､ 全般

統制及び業務処理統制に区分して記載されてい

たが､ 最終報告書では､ 内部統制においてＩＴ

が他の基本的要素と密接に関係していることか

ら､ ｢ＩＴへの対応｣ として､ ＩＴ環境への対

応と､ ＩＴの利用及び統制の観点から､ 記載さ

レファレンス 2007.１

これからの会計監査

143

� 第164回国会内閣提出第81号｡� 平成18年法律第65号｡� 前掲注�, p.5.� ｢資産の保全｣ を明記した理由として､ ｢監査役には業務調査権､ 財務調査権がちゃんとある｡ その役割に期待

したいということで明示的に示した｣ ｢また､ 最近では､ 利益よりも期末の財産を明確にしろという考え方が強

くなっている｡ 知的財産権のような無形資産の計上､ 負債にしても退職給付債務をきちんと計上するなど､ BS

に目を向けてほしい､ そういう意味で入れている｣ (八田進二・企業会計審議会内部統制部会長 ｢日本の内部統

制基準は COSOを超える｣ 『金融ビジネス』 244号, 2005Autumn, pp.102-103.)｡



れている｡

財務報告に係る内部統制の評価と監査に当たっ

て､ ＩＴ処理に係る統制を考えないことは不可

避であることから､ ＩＴ処理に起因する､ また

は ＩＴ処理を利用した不正な財務報告の作成

に対する対応を求めるべきとするものである｡

ＩＴ環境における内部統制のあり方について､

特に注意を喚起するとともに､ 内部統制の整備・

運用､ 及び経営者評価において､ 内部統制の他

の基本的要素との密接な関連において整備・運

用し､ 評価すべきとの趣旨から､ ｢ＩＴへの対

応｣ という要素が明記されたものと考えられる(93)｡

新たな内部統制ルールは､ 新興上場企業も含

め､ 平成20 (2008) 年４月１日に開始する事業

年度 (平成21年３月期) から一律に適用する方向

で､ 金融庁が準備を進めている｡

我が国への導入にあたっては､ 米国における

実際の運用状況と､ そのコスト負担等を検証し

た結果､ ダイレクト・リポーティング(94) を不

採用とする(95) など､ いくつかの日本独自の方

法(96) を採ることとしている｡

法案成立後､ 企業が対応を進める上での具体

的なガイドラインとなる実施基準の策定が遅れ､

その内容に関心が集まっていたが､ 平成18年11

月21日に､ ｢財務報告に係る内部統制の評価及

び監査に関する実施基準｣ が､ 公開草案として､

企業会計審議会内部統制部会から公表された(97)｡

ここでも､ 制度導入に伴う企業の業務増加・コ

スト負担に配慮し､ 評価対象を連結売上高のう

ち上位３分の２程度の部門や拠点に絞り込む等

の特徴がみられる｡

４ 監査法人監督強化の議論

カネボウの粉飾決算等を契機に､ 企業を監査

する側である監査法人は､ その責任のあり方を

中心に､ 大幅な制度改革が迫られている｡ 証券

取引等監視委員会が金融庁に対して行った､ 監

査法人の責任のあり方についての建議 (平成18

年４月21日､ 以下 ｢建議｣ とする｡) を踏まえて､

金融審議会公認会計士制度部会 (以下 ｢公認会

計士部会｣ とする｡) では､ 同年４月26日から議

論を再開した｡ 現時点での主な論点を以下に整

理する｡� 監査法人に対する刑事罰導入

建議はまず､ ｢上場会社が重要な事項につき

虚偽の記載のある有価証券報告書を提出してい

た犯則事件に関し､ 当該上場会社の会計監査を

担当した監査法人の公認会計士が､ 当該犯則行

為に深く関与していた事例が複数認められた｣

と指摘した｡ 続いて､ 監査法人に対する刑事責

任を追及できない現行制度を踏まえ､ ｢監査法

人による厳正な監査を確保していく観点から､
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� 堀江正之 ｢財務報告に係る内部統制におけるＩＴ統制の位置｣ 『企業会計』 58巻12号, 2006.12, p.19.� 監査人が､ 内部統制の有効性について､ 別途チェック項目を設定して評価・報告する義務｡� ｢ダイレクト・リポーティングという制約のおかげで､ 経営者が評価した内部統制の結果について､ 監査人は

もう一度､ 一から監査し直さなければなりません｡ これが､ 監査コストが２倍以上に膨れ上がり､ 作業量も文書

量も倍増するという悪循環の原因です｡ しばしば､ SOX法は監査法人を儲けさせるだけという指摘があります

が､ このような誤解もダイレクト・リポーティングが原因です｡ 我々は､ 経営者､ 監査人双方の費用対効果を考

える限り､ ｢日本で採用する必要性はない｣ と早い段階で合意しています｣ 八田 前掲注�, p.52.� その他､ トップダウン型のリスクアプローチの活用 (経営者はまず､ 連結ベースでの全社的な内部統制の評価

を行い､ その結果､ 必要な範囲で業務プロセスに係る内部統制を評価する)､ 内部統制の不備の区分を､ ｢重要な

欠陥｣ と ｢不備｣ の２つとする (米国の区分は ｢重要な欠陥｣ ｢重大な不備｣ ｢軽微な不備｣ の３つであるため､

評価手続がより複雑であるとの指摘がある｡) などが挙げられる｡� 平成18年12月20日までパブリックコメントに付した後､ 平成19年１月に正式決定の見通し (｢内部統制基準案

不正防止計画策定｣ 『読売新聞』 2006.11.22.)｡



民事・行政責任のほか刑事責任を含めた監査法

人の責任のあり方について総合的に検討を行い､

必要かつ適切な措置を講ずる必要がある｣ とし

て､ 監査法人に対する刑事責任追及の必要性を

示唆している｡

その理由としては､ ｢当該上場会社との監査

契約の当事者は監査法人であり､ また､ 監査法

人は､ 所属する公認会計士による業務の公正か

つ的確な遂行のため､ 業務管理体制を整備しな

ければならない立場にある｣ としている(98)｡

この建議を受けて､ 虚偽証明等を行った公認

会計士を社員とする監査法人について､ 当該公

認会計士を直接罰則の対象とした上で､ その公

認会計士を社員とする監査法人に対しても両罰

規定を及ぼすべきかどうか､ という点が大きな

論点となっている｡

この件については､ 公認会計士業界を中心に､

｢虚偽証明等を行った公認会計士を社員とする

監査法人については､ 行政処分により対応する

ことが妥当であり､ それを超えて刑事罰を監査

法人に科すことについては､ 当該監査法人の信

用失墜､ 所属公認会計士の離散等のリスクが大

きすぎるのではないか｣(99) との反論がある｡ 公

認会計士部会に提出された資料(100) によると､

刑事罰制度のある欧米主要国は､ アメリカ (罰

金のみ､ 適用例なし)､ イギリス､ フランス､ ポ

ルトガル､ オランダ､ フィンランド､ ベルギー

であった｡

また､ 監査法人に対してダメージの大きい刑

事罰や､ 被監査企業に大きな影響(101) がある現

行の行政処分 (戒告､ 業務停止命令 (全部・一部)､

解散命令の３つ) よりも､ 機動的な制裁手段と

して課徴金・民事制裁金の納付制度が有効(102)

であるとの意見もある｡ さらに､ これに加え､

監査法人に対する行政処分の類型を多様化し､

役員交代命令や業務改善命令などを可能にして､

多段階の制裁措置を設けて機動的な監督体制に

すべきであるという意見(103) もある｡� 監査法人の交代制

担当公認会計士については､ 継続監査期間７

年､ インターバル２年とされている現行制度に

加え､ ４大監査法人の上場会社の監査を担当す

る業務執行社員のうち主任会計士においては､
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� <http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/kengi180421.htm>� 藤沼亜起・日本公認会計士協会会長は､ ｢監査法人にとっては刑事責任を追及されるだけで企業からの信用を

失い､ 解散命令に等しい打撃を受けてしまう｣と述べている (｢監査法人改革を聞く｣ 『日経金融新聞』 2006.5.23.)｡�100 <http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kounin/siryou/20060529/04.pdf> ;

<http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kounin/siryou/20060529/07.pdf>�101 イギリス公認会計士のクリス・ヒクソン氏は､ 中央青山監査法人に対する業務停止命令について ｢新たな企業

の監査をしてはいけないというなら分かるが､ ２ヵ月も従来の企業を監査させないのは廃業せよと言っているよ

うなもの｡ 何より顧客企業に迷惑がかかるし､ 他の大監査法人に受け入れの余地もない｡ 結果として膨大なコス

トがかかるだろう｣ と述べている (｢交代制は合理性ない (揺らぐ会計監査)｣ 『毎日新聞』 2006.5.23.)｡�102 前述の藤沼亜起・日本公認会計士協会会長も､ 課徴金制度に対しては容認姿勢といえる (｢揺れる監査 再生策

を聞く｣ 『朝日新聞』 2006.6.1.)｡ 八田進二・企業会計審議会内部統制部会長も課徴金制度を提唱している (｢揺れ

る監査 再生策を聞く｣ 『朝日新聞』 2006.6.7; ｢監査法人改革を聞く｣ 『日経金融新聞』 2006.6.8.)｡�103 渡辺喜美・自民党企業会計小委員会委員長 (｢監査法人改革を聞く｣ 『日経金融新聞』 2006.5.23; ｢揺れる監査

再生策を聞く｣ 『朝日新聞』 2006.6.2.)｡�104 公認会計士部会では､ 当該自主ルールを､ 上場会社の監査を担当する主任公認会計士を対象に法令化すべき等､

公認会計士のローテーション制については別途議論がある｡�105 矢野朝水・企業年金連合会専務理事は､ ｢同じ法人内では､ 以前に担当していた先輩や同僚とは顔を付き合わ

せる｡ 先輩らがやった後に不正を見つけるというのは現実問題として難しい｣ と述べている (｢揺れる監査 再生

策を聞く｣ 『朝日新聞』 2006.6.3.)｡



継続監査期間５年､ インターバル５年とする日本

公認会計士協会の自主規制ルールが存在する(104)｡

このことを踏まえ､ 監査人の交代にとどまらず､

監査法人の交代まで義務付けるべきとの考え方

がある(105)｡

公認会計士部会に提出された資料では､ EU

15ヵ国中､ 監査法人自体の交代制があるのはイ

タリアのみである(106)｡ 現時点では､ ｢合理性が

ない｡ 定期的に優良な顧客を手放さないといけ

ない理由もない｣(107)､ ｢寡占化が進んだ中で大

手同士で顧客を回し合っても緊張感を持てるか

疑問｣(108)､ ｢グローバルな企業は監査を受ける

範囲も広く､ 変更には膨大な手間がかかる｡ 監

査の品質も不安定になり､ 経営の現場からすれ

ば難しい｣(109) 等､ 導入に消極的な意見が多い｡

不正防止の観点からは､ 問題を起こした監査

法人を､ その企業の監査からはずす制度の導入

のほうが､ より実効性が高いとの意見もある(110)｡� 監査報酬のあり方�� 報酬の決定

エンロン事件でも議論となった監査報酬の問

題については､ 予てから､ 企業から監査報酬を

受け取ることが､ 企業と会計士の癒着の要因の

ひとつになっているとの指摘がある(111)｡

我が国では､ 会社法で､ 監査人の報酬は､ 独

立性を担保するため､ 監査役 (監査役会設置会社

においては監査役会､ 委員会設置会社においては監

査委員会) の同意を得なければならないことと

されている(112)｡

この点について､ さらに､ 株主等の利害関係

者を代表する立場の監査役会等に､ 監査報酬決

定権をも付与すべきであるとの考え方がある(113)｡

これに対しては､ ｢現在の同意権でも決定権と

同様の権限とも受け取れるし､ 監査役が決定権

を持つのは行き過ぎである｣(114) との反対意見

もある｡ 監査法人と企業の経営陣との癒着を断

ち切るためには､ 報酬を決定する第三者機関の

設置や(115)､ 証券取引所等による監査料のプー

ル制(116) が有効であるといった意見も出されて

いる｡

監査報酬の決定に当たっては､ 監査に要する
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�106 ｢第６回金融審議会公認会計士制度部会議事録｣ 2006.5.29, p.17.

<http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kounin/gijiroku/20060529.pdf> ;同提出資料

<http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kounin/siryou/20060529/07.pdf>なお､ 米国では監査法人の交代

制は導入されていない｡�107 ヒクソン 前掲注�101.�108 八田 前掲注�102 (『朝日新聞』 2006.6.7.).�109 片田哲也・コマツ顧問 (｢揺れる監査 再生策を聞く｣ 『朝日新聞』 2006.6.9.)�110 渡辺喜美・自民党企業会計小委員会委員長 (｢監査法人改革を聞く｣ 『日経金融新聞』 2006.5.23.)�111 ｢監視と報酬 矛盾の構図 (不正監査・下)｣ 『読売新聞』 2005.9.16.�112 この点､ 旧商法特例法においては､ 会計監査人の報酬について､ 監査役会等の関与について規定はなく､ 会社

が監査役等の関与を受けることなく報酬額を決定することも認められていた｡�113 前述の藤沼・日本公認会計士協会会長､ 八田・企業会計審議会内部統制部会長は基本的にこの考え方を示して

いる｡�114 笹尾慶蔵・日本監査役協会会長 (｢監査法人改革を聞く｣ 『日経金融新聞』 2006.5.25.)｡�115 根本直子・金融審議会委員 (｢監査法人改革を聞く｣ 『日経金融新聞』 2006.6.12.)｡�116 公認会計士の山田真哉氏は､ ｢企業が監査料を東京証券取引所など第三者にいったん支払い､ 会計士に報酬を

配るプール制が考えられる｣と述べている (｢揺れる監査 再生策を聞く｣ 『朝日新聞』 2006.6.8.)｡

公認会計士部会の第11回討議資料 (平成18.10.25.) の中でも｢上場会社に係る監査報酬については､ 証券取引所

が被監査会社や株主からいったん徴求し､ 証券取引所が直接､ 各監査人に対して報酬を支払う､ との考え方があ

るが､ どう考えるか｡｣ との論点が提示されている｡



時間との兼ね合いが重要である｡ そこで､ 被監

査会社と監査人との監査契約の締結に当たって､

被監査会社の監査上のリスクについて的確な指

摘が行われ､ 適切な監査計画が策定された上で､

これに基づいて適切な監査報酬・監査時間が決

定されていくような､ 環境の整備が重要である

ことが指摘されている(117)｡

ちなみに､ 監査の信頼性を高めるための十分

な監査時間の確保という観点から､ 日本公認会

計士協会は､ ｢監査時間の見積りに関する研究

報告 (中間報告)｣(118) を平成18年９月25日に発

表し､ 公認会計士部会で説明した(119)｡ その結

果､ 継続して証券取引法監査と会社法監査を受

けている上場会社の１会計年度に要する監査時

間を､ 必要な作業ごとの所要時間を見積もって

積み上げると､ 約4,541時間になるとの結果を

示した (表５参照)｡

日本公認会計士協会によれば､ この時間数は､

我が国の同規模の被監査会社の実際の監査時間

に比べ､ 相当多いという結果となっている｡ そ

れは､ 適切な統制リスクの評価に係る時間､ 適

切な監査調書の作成時間､ 及び事務所内監査調

書レビュー等の品質管理に係る手続きの実施時

間の見積りを､ 特に考慮する必要があったため

であるとしている(120)｡�� 監査報酬の開示

法定監査 (証券取引法､ 会社法) を受ける会社
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表５ 監査時間の見積り例

作業内容
上期時間合計 下期時間合計 年度時間合計 総時間に対する割合 (％)

大項目 中項目

計画 監査契約 18 0 18.0 0.4

11.9監査計画 170 89 259.0 5.7

固有リスクの評価 190 74 264.0 5.8

統制リスクの評価 統制リスクの評価 731.5 593.5 1325.0 29.2 29.2

実証手続 実証手続 702.5 898 1600.5 35.2
43.3

表示の検討 130 238 368.0 8.1

意見形成等 監査意見の形成 93 116 209.0 4.6

15.6
監査報告 67.5 70.5 138.0 3.0

相談事項等 116 144 260.0 5.7

品質管理 35 65 100.0 2.3

総合計 2253.5 2288 4541.5 100.0 100.0

(出典) ｢監査時間の見積りに関する研究報告 (中間報告)｣ 日本公認会計士協会, 2006.9.25, p.8.
<http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kounin/siryou/20061002/02-02.pdf>

(注) １. モデルとなる会社は､ 継続して証券取引法監査及び会社法監査を受けている､ 連結上の売り上げ高及び資産総額が2,000
億円程度等の上場会社を想定｡

２. 監査チームの構成は､ 監査責任者２名､ 主査１名､ 補助者10名を想定｡
３. 財務報告に係る内部統制監査､ 四半期財務諸表レビュー､ 英文財務諸表の監査などは､ 本調査では見積りの対象として
いない｡�117 ｢公認会計士制度に係る討議資料 (H18-2) (監査人の独立性と地位の強化のあり方)｣ (第10回金融審議会公認会

計士制度部会 (平成18.10.2) 配布資料) p.8.

<http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kounin/siryou/20061002/01.pdf>�118 この研究報告では､ 財務報告に係る内部統制の監査や四半期財務諸表レビューなどを､ 見積りの対象としてい

ないため､ 新制度導入後に､ 状況の変化に応じた見直しが必要であることから､ ｢中間報告｣ という位置付けに

している｡ <http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kounin/siryou/20061002/02-02.pdf>�119 第10回金融審議会公認会計士制度部会 (平成18.10.2.) に関係資料を提出し､ 説明した｡�120 前掲注�118, pp.19-20.



については､ それぞれ監査報酬の内容が､ 開示

項目として例示されている(121)｡

公認会計士部会では､ 監査報酬の開示の義務

付けについて､ 監査報酬のダンピングの発生を

懸念する指摘がある一方､ 開示される財務書類

がどのような対価での監査を経て作成されたも

のであるかについて､ 企業に説明責任を負わせ

ることは､ 財務書類の信頼性を高めるとともに､

監査の質を確保することにつながるという理由

から､ これを積極的に支持する考え方が紹介さ

れている｡

その上で､ 同部会は､ 監査報酬の開示のあり

方の改善について､ 論点をいくつか掲げている｡

例えば､ 現行制度における ｢例示｣ との取扱

いを改め､ 有価証券報告書等において､ 開示を

明確に義務付けること(122) や､ 監査を受ける企

業による開示だけでなく､ 監査人による監査報

酬の開示のあり方(123) などである｡� その他提起されている論点

公認会計士部会では､ 監査法人の設置につい

て､ 届出制から登録制への変更や､ 現行では規

定されていない､ 一定の財務基盤をもたせるた

めの財産規制 (最低資本金規制､ 配当規制等) の

導入､ 及び､ 経営の透明性を高めるためのディ

スクロージャー義務の導入 (財務諸表の開示､ 不

正行為を防ぐための体制等を公開させ､ 虚偽記載に

対しては罰則も検討)も､ 議論されている｡

その他､ 監査法人に対する損害賠償額の上限

の設定 (いわゆるキャップ制)､ 第三者に対する

損害賠償について過失割合に応じた被監査会社

との按分(いわゆる比例責任制)の導入や､ 不正・

違法行為発見時の当局に対する通報義務(124) 等

についても､ 検討課題とされている｡

また､ そもそも公認会計士法が､ 個々の公認

会計士を前提とした制度を想定したものであり､

規制内容の関心も公認会計士個人に向けられて

いることや､ 監査法人という組織のガバナンス

を確保する規定も不十分と思われることから､

現在の法体系が､ 監査法人規制として十分なも

のではないとの指摘もある(125)｡

おわりに

我が国における財務報告に係る内部統制は､

企業改革法のインパクトを受けながら､ 西武鉄

道の有価証券報告書虚偽記載事件が直接のきっ

かけとなって､ 導入されるに至った｡ 平成19年

の通常国会での法改正(126) も視野に入れられて

いる監査法人制度の改革も､ カネボウの粉飾決

算への公認会計士関与と､ 大手監査法人初の業

務停止命令が､ 引き金を引いたものである｡ 金

融審議会での､ 監査法人改革に関する議論の再

開に当たって､ 委員の１人である八田進二氏は､

｢あえて申し上げるならば､ 若干この問題を議

論するのが遅きに失しているというような評価
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�121 証券取引法監査を受ける会社は､ 証券取引法上の開示書類において､ 会社の企業統治に関する事項について具

体的に､ かつ､ 分かりやすく記載することとされており､ その例示として､ 監査報酬の内容 (監査証明業務に基

づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した内容) 等が掲げられている｡ 会社法監査を受ける会社は､ 会

計監査人の報酬に関連して､ 事業報告において､ ① 当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額､ ② 会計監

査人に対して非監査業務の対価を支払っている場合におけるその非監査業務の内容等の記載が求められている｡�122 連結ベース・単体ベースの監査報酬を分けての開示､ 企業側における監査報酬の決定方針についても記述を求

めるなど､ より詳細な記載を義務付けるべきとの考え方も論点となるとしている (前掲注�117, p.9.)｡�123 監査人が監査法人である場合には､ 法人内部における監査報酬の振り分けの方針等についての開示の必要性も

論点となるとしている (同上)｡�124 ｢会計士に不正通報義務 金融審提言へ 2008年度導入｣ 『日本経済新聞』 2006.12.16.�125 尾崎安央 ｢非監査業務への依存高まるならば営利団体としての規制が必要｣ 『金融財政事情』 57巻40号, 2006.

10.23, p.25.



もできるのではないかと思っております｣ と述

べた(127)｡ 同氏は､ 財務報告に係る内部統制を

取り扱う企業会計審議会内部統制部会の部会長

でもあり､ かつて､ 我が国における内部統制議

論について､ ｢後ろ向きないし消極的な議論と

言わざるを得ない｣ と評していたこともある(128)｡

経営者が､ 自らの企業の財務報告の信頼性云々

といった問題に対する関心が乏しいといわれる

我が国では､ 内部統制制度の議論が育ちにくかっ

たとされる｡ しかし､ 西武鉄道事件のような､

長年にわたり市場と投資家を欺いてきたケース

が明るみに出たことをきっかけに､ 企業は､ 信

頼されるに足りる財務報告を作る体制を整備す

る必要に迫られた｡ それを経営者及び外部の監

査人という内外の目で検証し､ 適正であると評

価するプロセスを経ることが､ 市場への責任と

して要請されるようにもなった｡ また､ カネボ

ウやライブドア等の粉飾決算で露呈した監査法

人の問題についても､ その規制強化は､ 不可避

であるとの見方が強い｡ 自主規制を志向する業

界ではあるが､ その限界が誰の目にも明らかに

なった現在､ 行政による対応はやむを得ないと

する論調が優勢である｡

今後の企業監査のあり方をめぐっては､ 内部

統制の議論からも明らかなように､ 情報開示・

会計・監査等の面において､ 高度に公益化した

証券市場(129) に適合する企業と､ それを適切に

監査できる監査人､ という関係の構築が必要で

はないかと考えられる｡

実際に起きた不正事件を警鐘として受け止め､

今回の議論再開を契機に､ 単なる規制強化によ

る不正事件の防止にとどまらず､ 信頼性・透明

性の高い証券市場の構築に役立つ会計監査のあ

り方が広く考察されることを望みたい｡

(すがわら ふさえ 財政金融課)
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�126 金融審議会公認会計士制度部会は､ 平成18年12月22日､ ｢公認会計士・監査法人制度の充実・強化について｣

と題した最終報告をまとめた｡ この中で､ 監査法人に対する行政命令の多様化や､ 課徴金制度､ 情報開示の義務

付け等の導入が提言された｡ 監査法人に対する刑事罰の導入については､ 引き続き検討することとされ､ 監査法

人の交代制については､ 慎重な対応が求められるとされた｡ この報告をもとに､ 金融庁は､ 平成19年の通常国会

に､ 公認会計士法等の改正案を提出すると報じられている (｢不正関与の監査法人 刑事罰は ｢検討課題｣｣ 『日

本経済新聞』 2006.12.23.)｡�127 ｢第５回金融審議会公認会計士制度部会議事録｣ 2006.4.26, p.26.

<http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kounin/gijiroku/20060426.pdf>�128 前掲注�, p.12.�129 上村達男 ｢信頼揺らぐ公認会計士監査 証券市場の要請に応えよ｣ 『日本経済新聞』 2005.11.15.
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＜参考＞ 表 日米英の監査法人制度等の比較

日 本 アメリカ イギリス

公認会計士
数

公認会計士 １万6,538名
会計士捕 6,079名

(2006.4)

米国公認会計士協会登録会員
33万5,111名
(2005.5)

勅許会計士６団体登録会員
32万5,838名
(2005.2)

規模別監査
法人数

【公認会計士数】：【監査法人数】
1,500～2000名：4
200～300名以下：1
100～199名以下：0
25～99名以下：7
25名以下：140
計：152

(2005.3)

【公認会計士数】：【事務所数】
4大会計事務所 (計20,165名)：4
中規模監査事務所 (計4,663名)：6
100名以上：35
50～99名以下：75
25～49名以下：272
1～24名以下：44,024
計：44,416 (2004.7)

【勅許会計士数】：【事務所数】
51名以上：14
21～50名：26
1～20名：6,857
計：6,897

(2004.12)

主な法定監
査

●証券取引法に基づく上場会社等へ
の監査

●会社法に基づく株式会社 (小規模
会社を除く)の監査

証券取引所法に基づく上場会社等
(SEC登録会社)の監査

●金融サービス庁 (FSA) 上場規則
に基づく上場会社の監査

●会社法に基づく株式会社等 (小規
模会社を除く)の監査

法定監査対
象会社数

●証取法・商法 (現在は会社法)
監査 3,838社

●証取法単独 592社
●商法単独 5,465社
●その他法定監査 10,738社

(2005.3)

証券取引所法に基づく監査対象上場
会社 約12,000社

(2005)

●ロンドン証券取引所の上場会社数
3,091社
(2005.12)

●会社法に基づく監査対象会社
約542,900社
(2004.3)

規制体系
(法律と自
主規制)

●法律：監査全般について､ 公認会
計士法で制定

●自主規制：監査全般について､ 日
本公認会計士協会が自主規制規則
を制定

※公認会計士・監査法人とも日本公
認会計士協会への加入義務あり

●各州の公認会計士法で制定
●SEC登録会社の監査に関し､ SEC
規則､ PCAOB規則に服する｡

●監査全般について､ AICPA が自
主規制規則を制定

※公認会計士・会計事務所ともAICPA
への加入義務なし

●監査全般について会社法で制定
●上場会社等の監査に関し､ 財務報
告協議会 (FRC) の規則に服する｡

●監査全般について､ 自主規制団体
(複数)が自主規制規則を制定

※公認会計士は､ 法定監査人になる
にあたっていずれかの自主規制団
体に加入する義務あり

設立 ●設立は５人以上
●内閣総理大臣への届出制

●設立に必要な人数は特に定めなし
●上場会社の監査を実施するには P
CAOBへの登録が必要

●設立に必要な人数は特に定めなし
●上場会社の監査を実施するには専
門監視団体 (POB) へ､ 非上場会
社の監査を実施するには自主規制
団体への登録が必要

監督体制 ●監査全般について､ 金融庁及び公
認会計士・監査審査会が監督

●日本公認会計士協会による自主規
制

●上場会社の監査を行う会計事務所
はPCAOBが監督

●非上場会社の監査についてはAIC-
PAによる自主規制

●上場会社の監査を行う会計事務所
はPOBが監督

●監査全般について､ 自主規制団体
による自主規制

検査体制 全ての監査について､ 大手監査法人
には２年に１回 (それ以外は３年に
１回)､ 日本公認会計士協会が品質
管理レビューを実施｡ 公認会計士・
監査審査会が品質管理レビューをモ
ニターする｡ 結果に基づく検査権あ
り｡

●上場会社の監査について､ 大手監
査事務所には毎年 (それ以外には
少なくとも３年に１回) PCAOB
による検査

●非上場会社の監査については､ 原
則３年に１回AICPAによるピア・
レビュー

●上場会社等の監査について､ 原則
３年に１回程度､ FRC の下部組
織の監督検査団体による検査

●非上場会社の監査については､ 自
主規制団体による検査

刑事責任 公認会計士個人につき､ 有価証券報
告書等の虚偽記載罪の共同正犯又は
幇助

年次報告書等につき故意の虚偽記載
ないし重要事実の省略の場合
●個人：500万ドル以下の罰金若し
くは20年以下の懲役 (又は併科)

●法人：2,500万ドル以下の罰金

監査人 (個人・法人共) の監査報告
書虚偽記載は､ 刑法の一般規定 (詐
欺・横領)による処罰対象

※会社法改正により､ 監査報告書に
関する新たな刑事責任 (罰金刑)
が設けられる見通し (法人は対象
外)

民事責任 ●会社法
損害賠償責任について､ 被監査会
社に対する会計監査人の責任の一
部免除

●公認会計士法：指定社員制度

比例責任制については規定なし

損害賠償責任について上限額の規定
なし
比例責任制度は､ 40以上の州で適用

損害賠償責任について､ 上限額の規
定なし
比例責任制については規定なし

※会社法改正により､ 被監査会社と
の比例責任制導入見通し



レファレンス 2007.１

これからの会計監査

151

日 本 アメリカ イギリス

行政責任 ●懲戒処分
公認会計士：戒告､ 業務停止､ 登
録抹消
監査法人：戒告､ 業務停止､ 解散
命令

●PCAOBによる処分
登録一時停止・抹消､ 他事務所へ
の就業禁止､ 業務停止､ 譴責､ 専
門職業教育・訓練の要求､ 民事制
裁金､ PCAOB 規則で定めるその
他の適切な処分

●SECによる処分
業務停止､ 譴責､ 違法行為停止命
令､ 業務改善命令､ 関連業務の一
時又は終局的差止命令の申立て､
民事制裁金

●自主規制団体による処分
除名､ 開業資格取消､ 開業申請資
格停止､ 厳重な戒告､ 戒告､ 罰金

●FRCの下部組織 (会計士調査・懲
戒審議会)による処分
会計事務所等に対する開業登録抹
消､ 一定期間の業務停止､ 厳重な
戒告､ 戒告､ 罰金

情報開示義
務

監査法人固有の開示義務はなし
(大手監査法人は､ 売上高などの一
部項目を自発的に公表)

会計事務所固有の開示義務はなし
(大手監査事務所は､ 売上高などの
一部項目を自発的に公表)
AICPA の自主規制規則で､ SEC 登
録会社の監査を行う会計事務所にピ
ア･レビューの結果や一部項目の開
示を求める｡

会計事務所固有の開示義務はなし
(EU第８次指令で､ 一定の事項を開
示した年次報告書の公開を求められ
ている)

独立性規制 公認会計士法で禁止される非監査業
務を列挙､ 対象は大会社等

●証券取引所法､ PCAOB 規則で禁
止される非監査業務を列挙､ 対象
は上場会社

●AICPA の倫理規則でも独立性に
影響を与える業務を例示

FRC の下部組織の監査実務審議会
の倫理規則で､ 独立性に影響を与え
る状況に関する規定あり｡ 対象は全
ての会社

ローテーショ
ン
(継続監査
可能期間－
監査禁止期
間)

大会社等の監査が対象
●公認会計士法
業務執行社員､ 審査担当社員：７
年－２年

●日本公認会計士協会倫理規則
大手監査法人の筆頭業務執行社員､
審査担当社員：５年－５年

上場会社の監査が対象
●筆頭業務執行社員､ 審査担当社員：
５年－５年

●年間10時間以上関与した社員､ 被
監査会社連結グループの重要な子
会社の筆頭業務執行社員：７年－
２年

上場会社の監査が対象
●筆頭業務執行社員､ 審査担当社員：
５年－５年

●被監査会社連結グループの重要な
子会社等の筆頭業務執行社員：７
年－２年

監査報酬の
決定

原則として取締役会で決定､ 監査役､
監査役会又は監視委員会に同意権

上場会社では､ 監査委員会で決定 株主総会において決定
(上場会社では監査委員会の承認を
求める)

不正発見時
の当局への
通報義務

特段の定めなし

※不正等が財務諸表に重要な虚偽表
示をもたらすと判断した場合は､ 不
適正意見を表明し､ 外部に報告しな
くてはならない｡

上場会社の監査で､ 財務諸表に重大
な影響を与えうる違法行為が発見さ
れ､ 経営者､ 取締役会等が必要な措
置をとらなかった場合は､ SECに通
報

銀行等の監査において発見された違
法行為について､ FSAに通報

(出典) 金融庁・金融審議会公認会計士制度部会資料 ｢諸外国の監査法人制度等の比較｣ (2006.5.29) 等を参考に作成


